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第１編 調査総括

序 調査の目的と方法

１ 調査目的

近年、中小企業は需要環境の変化や競争環境の変化等の外的・内的要因によって、これ

までのビジネスモデルや事業を継続するだけでは経営を維持・向上することが困難になっ

てきている。しかしながら、こうした時代は同時に他社・他国に先駆けて積極的に「新た

な取り組み」を行うことにより、そのビジネスチャンス増大の可能性があることを意味し

ている。

こうした中、我が国では、中小企業の新しい取り組みをバックアップするため、「中小企

業新事業活動促進法（旧：中小企業経営革新支援法）」による経営革新支援施策が展開され

ており、多くの中小企業が経営革新に取り組んでいる。

中小企業の経営革新支援施策は既に７年が経過したが、更に多くの中小企業のチャレン

ジを促進するためには、施策や制度の効果を検証し、必要な見直しを行っていくことが重

要である。

こうしたことから、本調査においては、同法に基づく支援制度の実施状況とその効果を

把握するとともに、今後の制度運用等の在り方について検討を行った。

２ 調査内容と方法

本調査は、大きく分けて①都道府県の担当部局に対するアンケート調査（「経営革新運用

実態把握調査」）と、②経営革新計画承認企業へのアンケート調査（「フォローアップ調査」

及び「経営革新終了企業調査」）を実施することによって、運用サイドと活用サイド両面か

ら、制度運用の実態と効果及び課題を把握した。

また、学識経験者・現場の支援担当者・都道府県の経営革新担当者等からなる「中小企

業経営革新支援制度評価委員会」を設置し、それらの調査結果を踏まえて、今後の制度運

用の在り方等について検討を行った。

（１）都道府県の経営革新計画運用実態把握調査

４７都道府県の経営革新制度の窓口担当者に対して実施

（２）承認企業へのアンケート調査

①経営革新計画フォローアップ調査

経営革新計画承認から１年以上２年未満の企業に対して実施

（平成１７年１０月～平成１８年９月の期間において経営革新計画承認から１年以上

２年未満の企業）

②経営革計画新終了企業調査

経営革新計画を遂行、計画期間を終了した企業に対して実施

（平成１７年１０月～平成１８年９月の期間で計画終了を向かえた企業）
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（３）中小企業経営革新制度評価委員会 メンバー一覧

座長

坂本 光司 静岡文化芸術大学文化政策学部・同大学院 教授

委員

赤岩 茂 ＴＫＣ全国会創業・経営革新支援委員会 委員長

浅井 敏夫 浅井経営システム研究所 代表

安部 博文 財団法人大分県産業創造機構 インキュベーション・マネージャー

高岡 泰彦 中小企業金融公庫融資業務部 特別貸付課課長

竹内 利明 国立大学法人電気通信大学産学官等連携推進本部 特任教授

西浦 道明 株式会社アタックス 代表取締役

野村 秀貴 独立行政法人中小企業基盤整備機構経営安定再生部共済事業グループグループ長

八田 信正 岡崎商工会議所 シニアアドバイザー

保坂 哲朗 財団法人長野県中小企業振興センター新事業支援チーム 専門幹

吉田 謙二 静岡県商工会連合会 シニアアドバイザー

オブザーバー

都道府県経営革新担当者

中小企業庁

事務局

財団法人日本システム開発研究所
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１．経営革新支援制度の運用状況

１．１ 全国の動向

１．１．１ 承認件数の推移

経営革新支援制度は、平成１１年７月に経営革新支援法の施行と同時に運用が開始され、

その後、中小企業新事業活動促進法に引き継がれ、運用が開始されてから７年が経過した。

平成１８年１２月３１日現在、累計で２５，９６６件の経営革新計画が承認されており、

これは、中小企業全体の０．６%にまで達している。

また、年間承認件数も増加傾向にあり、平成１８年度の承認件数は５千件を超える見込

みである。このように、経営革新支援制度は、着実に浸透してきていると言える。

図表Ⅰ－１－１ 経営革新計画の承認件数動向（全国）

資料：中小企業庁の経営革新計画承認件数データより

注：平成１８年度の承認件数値は１２月３１日現在のもの

平成１８年度末の承認件数は、平成１７年度を越える見込みである。

経営革新計画の年間承認件数が増加傾向にある要因としては、本制度の中小企業に対す

る認知度が高まってきたことに加え、平成１７年度よりシニアアドバイザーセンター事業

が開始され、商工会、商工会議所等における経営革新計画の承認を受けようとする中小企

業に対する支援が強化されたことなどがあげられる。

実際に、シニアアドバイザーセンターは相当数の支援実績をあげており、また、都道府

県の経営革新支援制度担当部局を対象としたアンケート調査においても、シニアアドバイ

ザーセンターが有効に活用されているとの回答が多く得られている。
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図表Ⅰ－１－２ シニアアドバイザーセンターの活用実績

資料：中小企業庁「シニアアドバイザーセンターの活用実績」より

注：平成１８年度は支援実績及び成果とも９月３０日現在のもの

また、より根源的な要因として、経済社会のグローバル化の進展による中国等との競争

激化や少子高齢化の進展など、我が国中小企業を取り巻く各種環境は年々厳しくなってき

ているなかで、危機意識を高め、新しい取り組み行おうという意欲を持つ中小企業が増加

していることも考えられる。

１．１．２ 業種別の承認件数

累計承認件数を業種別に見ると、製造業が１０，０６６件（４５．１％）で最も多く、

次いでサービス業が２，９２４件（１３．１％）、建設業が２，１８７件（９．８％）であ

る。ただし、全中小企業数に対する承認件数の割合を見ると、情報・通信業が４．３％で

最も多く、次いで製造業（２．１％）が多くなっている。

図表Ⅰ－１－３ シニアアドバイザーセンターの有効活用状況（n=47）

38 5 4

0 10 20 30 40 50

1

有効に活用されている 有効に活用されていない 不明

実績区分 商工会 商工会議所 中央会 合計

窓口相談件数 5,394 10,706 － 16,100

専門家派遣件数 2,368 2,131 － 4,499

創業件数 254 718 － 972

経営革新計画
承認の件数

300 390 － 690

窓口相談件数 5,720 10,077 82 15,879

専門家派遣件数 2,188 1,322 10 3,520

創業件数 248 735 3 986

経営革新計画
承認の件数

253 369 2 624

成

果

平
成
１８
年
度

平
成
１７
年
度

支
援
実
績

支
援
実
績

成
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図表Ⅰ－１－４ 業種別の承認件数

業種
経営革新計画

承認件数
中小企業数

中小企業数における
承認件数の割合

建設業 2,187 507,086 0.43%

製造業 10,066 489,115 2.06%

情報・通信業 1,317 30,815 4.27%

運輸業 692 80,479 0.86%

卸売業 2,053 252,390 0.81%

小売業 1,585 908,079 0.17%

飲食店・宿泊業 670 677,390 0.10%

サービス業 2,924 763,773 0.38%

その他 826 617,215 0.13%

合計 22,320 4,326,342 0.52%

資料：中小企業庁「平成１８年度版経営革新事例集」経営革新承認企業の業種

及び「平成１８年度版中小企業白書」産業別企業数 より

注１：平成１８年度経営革新計画承認件数は、平成１８年１２月末の数値である。

注２：中小企業数は総務省「事業所・企業統計調査」（２００４年）を再編加工している。

注３：企業数＝会社数＋個人事業所（単独事業所及び本所・本社・本店）とする。

注４：常用雇用者 300 人以下（卸売業、サービス業は 100 人以下、小売業、飲食店は 50 人以下）、又

は資本金３億円以下（卸売業は１億円以下、小売業、飲食店、サービス業は 5,000 万円以下）

の企業を中小企業とする。

１．１．３ 従業員規模と資本金規模別の承認件数

都道府県と中小企業庁とは、毎年、経営革新計画を承認してから１～２年後の中小企業

に対して、経営革新計画の実施状況を調査する「経営革新計画フォローアップ調査」を行

っている。

本調査では、承認企業の従業員規模と資本金規模を調査しているが、平成１６年度から

平成１８年度の調査結果の動向をみると、従業員３０名未満の中小企業が占める割合が毎

年拡大している。また、資本金規模別では、１０００万円未満の中小企業の割合が拡大し

ている。

このように、比較的小さな規模の中小企業が経営革新計画の承認を得るケースが増加し

ている。
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人数規模 割合 累積 割合 累積 割合 累積

３名以下 7.4% 7.4% 7.7% 7.7% 7.7% 7.7%
４～９名 14.6% 22.0% 17.1% 24.8% 18.9% 26.6%
１０～１９名 20.1% 42.1% 19.9% 44.7% 20.8% 47.4%
２０～２９名 10.1% 52.1% 11.4% 56.1% 12.9% 60.3%
３０～４９名 16.6% 68.8% 15.8% 71.9% 14.8% 75.1%
５０～９９名 18.7% 87.4% 14.7% 86.6% 14.1% 89.3%
１００名～ 12.6% 100.0% 13.5% 100.0% 10.7% 100.0%

n 1,790 1,774 2,057

平成１６年度調査 平成１７年度調査 平成１８年度調査

図表Ⅰ－１－５ 従業員規模別と資本金規模別の内訳

（経営革新計画フォローアップ調査より）

【従業員規模別の内訳】

【資本金規模別の内訳】

資料：各年度の経営革新計画フォローアップ調査結果より

注：平成１６年度調査における対象企業は、平成１５年１０月～平成１６年９月の期間で、

経営革新計画承認から１年以上２年未満の企業。

平成１７年度調査における対象企業は、平成１６年１０月～平成１７年９月の期間で、

経営革新計画承認から１年以上２年未満の企業。

平成１８年度調査における対象企業は、平成１７年１０月～平成１８年９月の期間で、

経営革新計画承認から１年以上２年未満の企業。

１．１．４ 金融支援措置の活用状況

政府系金融機関の低金利融資制度としては、件数、金額とも中小企業金融公庫の活用が

最も多い。 

図表 Ⅰ－１－６ 金融支援措置の活用状況

【政府系金融機関による低利融資制度】

資本金規模 割合 累積 割合 累積
1000万円未満 15.1% 15.1% 17.8% 17.8%
1000万円以上3000万円未満 50.2% 65.3% 49.8% 67.6%
3000万円以上5000万円未満 17.2% 82.5% 16.3% 83.9%
5000万円以上1億円未満 12.3% 94.8% 11.3% 95.3%
1億円以上 5.3% 100.0% 4.7% 100.0%

n 1,975 2,341

平成１８年度調査平成１７年度調査

件 数 金 額 件 数 金 額 件 数 金 額 件 数 金 額

中小企業金融公庫 2,187 122,379 1,587 84,468 1,662 91,484 11,344 691,405

商工組合中央金庫 1,463 95,992 1,136 74,314 482 30,258 6,385 384,527

国民生活金融公庫 563 6,719 659 7,544 650 7,616 2,892 33,049

沖縄振興開発金融公庫 2 120 7 325 6 151 18 941

合 計 4,215 225,210 3,389 166,651 2,800 129,509 20,639 1,109,922

累計

＜単位：件，百万円＞
平成１６年度 平成１７年度 平成１８年度（１２月末）
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件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額

1,518 44,631 1,508 42,361 1,431 42,966 8,682 245,484

累計16年度 17年度 18年度（12月末）

資料：中小企業庁の経営革新支援実績データより

注：平成１８年度の実績は１２月３１日現在のもの

【信用保証の特例】

資料：中小企業庁の経営革新支援実績データより

注：平成１８年度の実績は１２月３１日現在のもの

１．２ 都道府県別の承認及び支援の動向

１．２．１ 都道府県別の承認数

上述のとおり、経営革新計画の年間承認件数は全体では増加傾向にあるが、都道府県に

よって、その動向には違いがある。（図表Ⅰ－１－７） 
例えば、累計の承認件数の中小企業数に対する割合では、広島県（１．４４％）、島根

県（１．３２％）が１．３％を超えているのに対し、福島県、沖縄県では、０．３％にも

達していない。

また、近年の推移を見ても、多くの県は増加傾向にあるが、青森県、神奈川県など、む

しろ減少している県もある。

図表Ⅰ－１－７ 都道府県ごとの近年の承認件数

No. 都道府県 H１５
年度

H１６
年度

H１７
年度

H１８
年度

累計 中小
企業数

承認件数の中小企
業数における割合

経済局 2 1 0 0 23
北海道 55 106 178 102 604 171,056 0.35%

1 北海道 55 106 178 102 604 171,056 0.35%
東北 218 286 218 168 1,289 341,835 0.38%

2 青森 46 77 38 18 229 51,400 0.45%
3 岩手 40 58 47 33 257 47,935 0.54%
4 宮城 51 71 53 39 286 73,768 0.39%
5 秋田 34 19 17 20 165 44,011 0.37%
6 山形 30 31 44 40 213 49,431 0.43%
7 福島 17 30 19 18 139 75,290 0.18%

関東 1,236 1,338 1,484 1,257 9,234 1,645,489 0.56%
8 茨城 66 71 126 93 480 94,957 0.51%
9 栃木 60 45 34 50 331 72,926 0.45%

10 群馬 74 95 49 44 362 80,028 0.45%
11 埼玉 75 68 123 142 684 179,573 0.38%
12 千葉 50 111 88 79 515 136,131 0.38%
13 東京 399 409 417 335 3,308 505,274 0.65%
14 神奈川 119 159 159 76 1016 206,373 0.49%
15 新潟 43 72 98 112 413 97,131 0.43%
16 長野 133 108 152 162 855 88,444 0.97%
17 山梨 26 26 44 20 218 38,024 0.57%
18 静岡 191 174 194 144 1052 146,628 0.72%

中部 563 727 660 616 3,587 492,285 0.73%
19 愛知 359 504 462 439 2,241 246,950 0.91%
20 岐阜 38 69 89 94 396 87,799 0.45%
21 三重 88 41 35 33 371 62,790 0.59%
22 富山 26 48 44 27 276 44,135 0.63%
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23 石川 52 65 30 23 303 50,611 0.60%
近畿 654 736 691 599 4,400 761,904 0.58%

24 福井 20 52 50 31 220 36,577 0.60%
25 滋賀 108 107 42 22 364 40,082 0.91%
26 京都 33 83 47 23 312 101,364 0.31%
27 大阪 281 234 245 250 1,882 330,737 0.57%
28 兵庫 147 214 263 226 1,264 173,811 0.73%
29 奈良 47 40 26 24 215 36,122 0.60%
30 和歌山 18 6 18 23 143 43,211 0.33%

中国 499 517 590 457 3,166 255,487 1.24%
31 広島 207 205 277 193 1,383 96,268 1.44%
32 岡山 101 112 148 96 711 60,823 1.17%
33 鳥取 37 37 33 28 210 20,185 1.04%
34 島根 68 69 72 71 375 28,480 1.32%
35 山口 86 94 60 69 487 49,731 0.98%

四国 90 87 122 102 650 155,164 0.42%
36 徳島 27 22 47 41 192 31,500 0.61%
37 香川 13 10 16 6 117 37,554 0.31%
38 愛媛 38 44 41 44 239 54,843 0.44%
39 高知 12 11 18 11 102 31,267 0.33%

九州 657 499 445 324 2,891 448,947 0.64%
40 福岡 411 293 211 145 1,491 160,831 0.93%
41 佐賀 12 23 24 31 137 29,882 0.46%
42 長崎 71 31 32 21 332 51,864 0.64%
43 熊本 54 56 52 27 279 59,705 0.47%
44 大分 53 37 47 49 263 43,010 0.61%
45 宮崎 20 27 35 18 164 42,530 0.39%
46 鹿児島 36 32 44 33 225 61,125 0.37%

沖縄 21 25 33 21 122 54,175 0.23%
47 沖縄 21 25 33 21 122 54,175 0.23%

合計 3,995 4,322 4,421 3,646 25,966 4,326,342 0.60%

資料：中小企業庁の経営革新計画承認件数データ、

及び「平成１８年度版中小企業白書」都道府県別企業数 より

注１：平成１８年度経営革新計画承認件数は、平成１８年１２月末の数値である。

注２：中小企業数は総務省「事業所・企業統計調査」（２００４年）を再編加工している。

注３：企業数＝会社数＋個人事業所（単独事業所及び本所・本社・本店）とする。

注４：常用雇用者 300 人以下（卸売業、サービス業は 100 人以下、小売業、飲食店は 50 人以下）、

又は資本金３億円以下（卸売業は１億円以下、小売業、飲食店、サービス業は 5,000 万円

以下）の企業を中小企業とする。

１．２．２ 都道府県別の金融支援措置の活用状況

都道府県別に金融支援措置の活用状況を見ると、長野県が累積件数、累積金額ともに最

も多い（２，７６５件、１５０，６４４百万円）。次いで、累積件数が多い都道府県として、

大阪府（１，５５９件）、福井県（１，４５２件）、広島県（１，０７９件）、福岡県（１，

０４１件）、兵庫県（１，００２件）があり、それぞれ累積金額も５０，０００百万円を越

えている。

図表Ⅰ－１－８ 金融支援措置の活用状況（都道府県別）
＜単位：件，百万円＞

Ｈ１６年度 Ｈ１７年度 Ｈ１８年度（１２月末） 累計

件 数 金 額 件 数 金 額 件 数 金 額 件 数 金 額

北海道 127 6,612 146 5,639 130 4,949 642 30,529
青 森 63 1,829 38 1,607 19 752 212 8,415
岩 手 30 2,128 24 1,208 29 1,819 169 9,689
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宮 城 82 3,443 53 2,109 29 1,241 316 18,037
秋 田 27 1,414 16 675 16 817 123 6,895
山 形 40 1,501 23 981 17 283 162 8,335
福 島 25 1,106 12 532 18 303 121 4,608
茨 城 38 2,843 36 1,799 45 1,497 219 14,028
栃 木 64 3,319 55 3,015 55 2,496 319 16,748
群 馬 78 5,254 51 3,193 45 2,412 335 23,435
埼 玉 110 7,796 116 4,971 87 4,416 580 34,060
新 潟 73 4,237 74 3,661 51 2,247 372 20,779
長 野 502 25,603 390 21,452 287 15,173 2,765 150,644
千 葉 172 10,050 104 5,870 88 4,187 821 46,609
東 京 128 4,613 125 4,216 115 4,060 656 24,000
神奈川 32 2,216 49 2,027 57 1,587 249 13,357
山 梨 88 6,424 74 3,922 86 4,852 586 38,001
富 山 63 3,352 37 2,190 36 2,378 262 16,395
石 川 69 3,479 37 2,646 27 957 361 22,749
福 井 380 23,632 293 16,596 217 13,422 1,452 92,773
岐 阜 37 1,945 36 1,404 26 1,327 226 11,376
静 岡 45 2,366 32 1,499 23 1,176 260 15,404
愛 知 77 3,980 58 3,028 74 2,351 405 19,339
三 重 30 1,137 22 1,028 26 727 160 5,831
滋 賀 62 2,784 43 2,110 26 1,461 255 12,386
京 都 39 786 33 623 25 739 179 5,979
大 阪 361 18,445 245 11,502 214 9,448 1,559 73,603
兵 庫 157 7,361 133 6,280 146 7,457 1,002 54,193
奈 良 49 2,351 29 1,334 23 932 179 8,426
和歌山 13 1,082 11 660 16 762 119 7,069
鳥 取 28 938 23 950 19 678 136 6,589
島 根 72 3,668 73 4,055 61 2,260 315 15,883
岡 山 150 7,947 138 7,868 84 3,771 624 34,959
広 島 176 11,119 164 8,839 145 7,511 1,079 62,540
山 口 104 3,139 56 1,772 63 1,852 450 17,194
徳 島 28 1,315 42 2,917 36 1,604 192 10,281
香 川 30 1,619 27 973 6 313 124 6,780
愛 媛 70 3,563 54 2,530 59 3,896 295 17,919
高 知 17 1,163 24 1,313 21 809 118 6,646
福 岡 242 14,637 207 7,407 103 4,641 1,041 52,205
佐 賀 22 767 15 388 12 770 111 4,891
長 崎 64 2,665 31 1,097 20 1,307 294 14,404
熊 本 52 3,043 42 2,657 29 927 247 12,695
大 分 38 2,525 21 1,319 34 1,415 186 10,082
宮 崎 22 1,130 24 711 19 264 116 3,848
鹿児島 32 2,424 43 3,493 28 1,032 198 16,686
沖 縄 7 460 10 585 8 231 47 2,628
全 国 4,215 225,210 3,389 166,651 2,800 129,509 20,639 1,109,922

資料：中小企業庁の経営革新支援実績データより

注：平成１８年度の実績は１２月３１日現在のもの
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21 14 11

0 10 20 30 40 50

1

むしろ量を重視 その他 むしろ質を重視

１．３ 各都道府県における制度運用状況

１．３．１ 制度運用に関する都道府県のスタンス、考え方 
各都道府県における経営革新支援制度の運用の実態を把握するため、各都道府県の経営

革新支援制度担当部局に対してアンケート調査を行った。

経営革新支援制度の目的については、都道府県の中小企業全体の底上げに資する（むし

ろ量を重視）ことを目的にしているとの回答が２１自治体（４６％）であり、独自の支援

施策も関連づけて、有望な中小企業に集中的に支援する（むしろ質を重視）ことを目的に

しているとの回答が１１自治体（２４％）であった。

図表Ⅰ－１－９ 経営革新支援制度活用目的（n=46）

１．３．２ 都道府県独自の審査基準の有無

経営革新計画の審査基準については、国の基準に加えて独自の承認基準を設けているの

は９自治体（１９．１％）、設けていないのは３８自治体（８０・９％）であった。

図表Ⅰ－１－１０ 独自の承認基準の有無（n=47）

9 38

0 10 20 30 40 50

1

あり なし
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目標達成企業 390 51.2% 300 40.2%
目標未達成企業（０～３％） 88 11.6% 106 14.2%
目標未達成企業（０％未満） 283 37.2% 341 45.6%

n 761 100.0% 747 100.0%

付加価値額目標達
成割合

一人当たり付加価
値額目標達成割合

施策 件数
補助金 32
制度融資 39
その他 40

１．３．３ 経営革新計画承認企業に対する都道府県独自の支援策

経営革新に係る都道府県の独自施策については、補助金制度があるのは３２自治体（６

８．１％）、融資制度があるのは３９自治体（８３．０％）、それ以外の施策があるのは４

０自治体（８５．１％）となっている。このように、多くの都道府県で経営革新に係る独

自の支援策を展開している。

図表Ⅰ－１－１１ 経営革新に係る独自施策の有無（n=47）

注１：「その他」の回答としては、販路開拓事業、研修会や相談会、企業訪問や専門家派遣によるアド

バイス等の回答があった。

注２：上述した３つの質問に対する回答と承認件数の多寡には、特に相関関係は見られなかった。

２．経営革新計画終了企業調査結果の分析

経営革新支援制度の効果を評価するため、経営革新計画（３年～５年間の計画）を終了

した企業を対象に、アンケート調査を行った。（「経営革新計画終了企業調査」）

■対象：平成１７年１０月～平成１８年９月の期間で計画終了を向かえた企業

■有効送付数：３，０４１ ■回答票数：１，１５６ ■回収率：３８．０％ 

２．１ 経営革新計画終了時における目標達成状況

（１）付加価値額の一人当たり付加価値額の伸び率 
経営革新計画（３年～５年の計画）を終了した企業のうち、付加価値額及び一人当たり

付加価値額の増減状況を、年平均増加率３％という「目標値」によって評価した。回答が

あった企業のうち、付加価値額を年率３％以上向上させた企業の割合は５１．２％、「一人

当たりの付加価値額」を年率３％以上向上させた企業の割合は４０．２％であった。

図表Ⅰ－２－１ 付加価値額・一人当たり付加価値額の目標達状況

また、付加価値額又は一人当たり付加価値額のどちらかが年率３％以上を達成している

企業の割合は、５９．０％であった。

（以下、付加価値額もしくは一人当たり付加価値額のどちらかが年率３％以上を達成した
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達成 441 59.0%
未達成 306 41.0%

n 747 100.0%

付加価値額または一人当たり付加価値
額のどちらかが3％以上達成

n = 747 
100% 

企業を「目標達成企業」と、どちらも年率３％未満であった企業を「目標未達成企業」と

定義する。）

図表Ⅰ－２－２ 付加価値額・一人当たり付加価値額の目標達状況（その２） 

注意：図表Ⅰ－２－２において、n は付加価値額及び一人当たり付加価値額の両方とも欠損していない企業

数７４７である。よって、図表Ⅰ－２－１と比較して、付加価値額年率３％以上達成の割合が異なる。

工業統計を用いて中小企業庁が以前おこなった調査によると、付加価値額又は一人当た

り付加価値額のどちらかが年率３％以上向上させた中小企業の全体に占める割合は約２割

であり、経営革新計画を承認された企業の５９％という達成割合は、全体の平均を大きく

上回っている。

このように、経営革新支援制度は、中小企業の経営の向上を図る観点で、一定の効果を

あげているといえる。

（２）目標達成割合の推移

「経営革新計画終了企業調査」は、平成１４年度から毎年実施しているが、平成１６年

度以降は、付加価値額又は１人当たり付加価値額を年率３％以上増加させた企業の割合は、

増加傾向にある。

景気動向などの影響もあると考えられるが、こうした傾向は、経営革新支援制度の有効

性が高まっている可能性が高いことを示している。

付加価値額、一人当たり付加価値額

共に年率３％以上達成

３３．３％（２４９社） 

一人当たり付加価値額

年率３％以上達成

４０．２％ 
（３００社） 

付加価値額

年率３％以上達成

５２．２％ 
（３９０社） 

付加価値額、一人当たり付加価値額

のどちらかが年率３％以上達成

５９．０％（４４１社） 
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営業利益黒字企業の割合 82.4% 利益計上企業割合 32.9%

営業利益赤字企業の割合 17.6% 利益欠損企業割合 67.1%

100.0% 100.0%

平成１８年度 経営革新終了企業調
査結果より(n=842)

国税庁「平成１７年度 会社標本調査
結果」より（n=2,580,511）

図表Ⅰ－２－３ 付加価値額・一人当たり付加価値額の目標達状況の推移

（３）業種別の目標達成割合

なお、業種別に目標達成企業の割合を見ると、情報通信業で最も割合が高く、承認企業

の８６％が目標を達成している。他方、建設業が最も低く、その割合は３７％にとどまっ

ている。

図表Ⅰ－２－４ 業種別に見た目標達成割合

業種 目標達成 目標未達成 ｎ

建設業 37.3% 62.7% 51

製造業 58.5% 41.5% 426

情報通信業 85.7% 14.3% 21

運輸業 53.8% 46.2% 26

卸売・小売業 57.5% 42.5% 106

飲食店・宿泊業 61.9% 38.1% 21

サービス業（他に分類されないもの） 68.3% 31.7% 82

その他 40.0% 60.0% 25

（４）営業利益黒字の状況

経営革新計画終了企業の直近期末の営業利益データを見ると、８０％以上の企業が黒字

である。一方で、国税庁が実施している「会社標本調査結果（税務統計から見た法人企業

の実態）」によると、法人税法等が示す所得金額が正である「利益計上企業」は約３３％で

ある。

このように経営革新に取り組んだ中小企業は、全体的に優れた経営状況を実現している。

図表Ⅰ－２－５ 経営革新計画終了企業の利益

59.0%

49.2%

57.3%

45.0%

50.0%

55.0%

60.0%

平成１６年度

調査

平成１7年度

調査

平成１8年度

調査

目
標

達
成

企
業

の
割

合

付加価値額または一人
当たり付加価値額のどち
らかが3％以上達成
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3.0%

14.3%

13.7%

5.5%

3 .7%

1.8%

5.4%

1 .4%

12 .3%

15 .7%

8.9%

4.1%

4 .8%

1 .5%

3.2%

0.7%

1.9%

19.8%

14 .7%

3.0%

3 .8%

1.7%

4 .9%

1.9%

9.8%

17.3%

10.2%

2.8%

4.3%

1 .3%

2 .3%

0 .2%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0%

１．業界・市場の調査分析がうまくいったため

２．新規の販路開拓等がうまくいったため

３．既存の顧客への満足度が高まったため

４．組織・事業の実施体制の編成・管理がうまくいったため

５．よい人材の確保ができたため

６外部資源（コンサルタント等）をうまく活用できたため

７．技術開発が予定どおりにいったため(期間・資金・研究機関との連携
等)

８．特許、実用新案等、知的財産権の取得がうまくいったため

９．設備導入が予定どおりいったため

１０．資金調達が順調にできたため

１１．経営者が主体的に経営革新に取り組んだため

１２．支援策を活用し、効率が上がったため

１３．計画が承認され、世間の評判が高まったため

１４．計画の実施事業（「実施計画と実績（申請書別表２）」の項目）が無
理のない適切なものだったため

１５．状況の変化に合わせ、計画の内容を臨機応変に変更したため

１６．その他

全体 最大要因

２．２ 付加価値額増大の要因

経営革新計画終了企業調査では、付加価値額又は従業員１人当たり付加価値額が順調に

増加した企業に対し、その要因を聴いている。

回答としては、「新規の販路開拓がうまくいったため」、「既存の顧客への満足度が高ま

ったため」といった、販売面の要因を指摘する声と、「資金調達が順調に進んだため」、「設

備導入が予定どおりいったため」といった、資金面の要因を指摘する声が多かった。

図表Ⅰ－２－６ 申請時と比較して付加価値額が伸びた要因（複数回答可）

n = 1649（うち最大要因を回答：463）

また、付加価値額又は従業員１人当たり付加価値額が順調に増加しなかった企業に対し

て、その伸びなかった要因を聴いた質問では、新規の販路開拓がうまくいかなかったため

という回答が圧倒的に多かった。
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16.3%

24.9%

9 .4%

9.6%

8.2%

1 .3%

8.0%

0.8%

2 .7%

5 .5%

1 .2%

0.8%

0 .1%

6 .3%

4 .9%

13.4%

36.6%

7 .1%

6.7%

6 .0%

1 .1%

10.4%

0 .4%

2.2%

6 .0%

0 .4%

0 .0%

0 .4%

4 .9%

4 .5%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0%

１．業界・市場の調査分析がうまくいかなかったため

２．新規の販路開拓等がうまくいかなかったため

３．既存の顧客への満足度を高めることができなかったため

４．組織・事業の実施体制の編成・管理がうまくいかなかった
ため

５．よい人材の確保ができなかったため

６．外部資源（コンサルタント等）をうまく活用できなかったため

７．技術開発が予定どおりにいかなかったため(期間・資金・研
究機関との連携等)

８．特許、実用新案等、知的財産権の取得がうまくできなかっ
たため

９．設備導入がうまくいかなかったため

１０．資金調達が順調にいかなかったため

１１．経営者が主体的に経営革新に取り組まなかったため

１２．計画に実施事業（「実施計画と実績（申請書別表２）」の
項目）が多すぎたため

１３．計画に重要な事業（「実施計画と実績（申請書別表２）」
の項目）が抜けていたため

１４．状況の変化に合わせ、計画の内容の見直しをしなかった
ため

１５．その他
全体 最大要因

図表Ⅰ－２－７ 申請時と比較して付加価値額が伸びなかった内的要因（複数回答可）

n = 898（うち最大要因を回答：268）

このように、経営革新計画の承認を受けて経営革新に取り組んだ中小企業は、付加価値

額増大の成功要因として、販路開拓等の販売面の要因と、資金調達等の資金面の要因が大

きいと認識している。

すなわち、円滑な資金調達に裏打ちされて新商品開発等が順調に進むとともに、それが

顧客満足度の向上につながり、売上高の増加が実現されるというのが大まかな成功のパタ

ーンであると言える。
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２．３ 経営革新計画承認の効果

２．３．１ 支援措置の直接的な効果

経営革新計画終了企業調査においては、中小企業が付加価値向上に向けた取り組みをす

すめるに当たり、経営革新計画の承認を受けて各種支援策を活用したことがどのような効

果があったかについても、調査を行った。

支援措置を活用した場合の効果について訊いた質問においては、ほぼ全ての支援策につ

いて、それを活用したほとんどの企業が「充分効果があった」あるいは「やや効果があっ

た」と回答している。

こうした企業に対し、経営革新計画の承認を受けて役に立ったと思う内容について、①

資金調達、②技術力・開発力の向上、③知名度・信用度・顧客満足度、④経営全般の４項

目から選んでもらったところ、①資金調達面で役に立ったと回答した企業が圧倒的に多か

った。

これは、政府系金融機関の低利融資や信用保証の別枠等の支援措置を活用した企業が多

いことによるものと思われる。このように、経営革新計画の承認を受けた中小企業者は、

支援措置の直接的な効果を重視していると考えられる。

２．３．２ 各アドバイスの活用状況とその効果

（１）アドバイス機関とその内容

経営革新支援制度においては、関係機関による各種のアドバイスも支援の重要な要素と

なっているところ。こうしたことから、「経営革新計画終了調査」においては、アドバイス

の活用状況とその効果についても調査した。

これによると、中小企業がアドバイスを受ける機会の多かった機関は、申請前、申請後

ともに政府系金融機関が最も多く、次いで申請前は都道府県の窓口、申請後は都道府県等

中小企業支援センターと都道府県窓口が多かった。
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n
（延べ数）

経営革新計
画の説明

企画立案の
アドバイス

計画書の書
き方を指導

支援措置
の説明

技術・製品
開発の指導

販路の指
導・斡旋

資金調達
の方法

事業ﾊﾟｰﾄﾅｰ
の紹介

人材確保
の方法

事業の実施
体制を指導

財務・会
計の指導

法律相
談

特許関連
の相談

IT関係の相
談・指導

その他

１ 商工会・商工会議所 206 51.5% 16.0% 24.8% 2.9% 0.0% 0.5% 2.9% 0.5% 0.0% 0.0% 1.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
２ 中小企業・ベンチャー総合支援センター 58 44.8% 19.0% 27.6% 1.7% 1.7% 0.0% 3.4% 1.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
３ 都道府県等中小企業支援センター 298 41.8% 20.2% 27.9% 5.1% 1.0% 1.3% 1.7% 0.0% 0.3% 0.3% 0.0% 0.0% 0.3% 0.0% 0.3%
４ 地域中小企業支援センター 70 26.1% 23.2% 34.8% 5.8% 2.9% 2.9% 2.9% 0.0% 0.0% 1.4% 1.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
５ 組合・都道府県中小企業団体中央会 37 27.0% 21.6% 24.3% 5.4% 5.4% 0.0% 8.1% 5.4% 0.0% 2.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
６ 政府系金融機関 429 41.4% 12.6% 18.0% 4.2% 0.0% 0.5% 23.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% 0.0% 0.0%
７ 民間金融機関 178 31.5% 14.0% 15.2% 9.0% 0.6% 0.6% 25.8% 0.6% 0.0% 1.1% 0.6% 0.0% 0.6% 0.0% 0.6%
８ 中小企業診断士 92 21.7% 26.1% 32.6% 5.4% 2.2% 2.2% 3.3% 0.0% 0.0% 1.1% 5.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
９ 税理士・公認会計士・弁理士・技術士 170 19.4% 22.9% 22.9% 3.5% 1.2% 1.8% 7.6% 0.0% 0.6% 0.0% 17.1% 0.0% 1.2% 1.2% 0.6%
10 都道府県の窓口 361 28.7% 16.2% 44.3% 4.2% 0.0% 1.1% 4.2% 0.0% 0.0% 0.8% 0.6% 0.3% 0.3% 0.0% 0.0%
11 市町村の窓口 21 23.8% 9.5% 47.6% 4.8% 4.8% 0.0% 4.8% 0.0% 0.0% 4.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
12 公設試験研究機関・国立試験研究機関 16 12.5% 12.5% 6.3% 6.3% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 6.3% 0.0% 0.0% 6.3% 0.0% 0.0%
13 大学 10 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 80.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 10.0% 0.0% 10.0% 0.0% 0.0%
14 経営革新計画承認企業 35 20.0% 22.9% 31.4% 5.7% 5.7% 2.9% 8.6% 2.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
15 その他 73 30.1% 26.0% 20.5% 5.5% 1.4% 2.7% 1.4% 1.4% 0.0% 2.7% 1.4% 0.0% 1.4% 0.0% 5.5%

n
（延べ数）

経営革新計
画の説明

企画立案の
アドバイス

計画書の書
き方を指導

支援措置
の説明

技術・製品
開発の指導

販路の指
導・斡旋

資金調達
の方法

事業ﾊﾟｰﾄﾅｰ
の紹介

人材確保
の方法

事業の実施
体制を指導

財務・会
計の指導

法律相
談

特許関連
の相談

IT関係の相
談・指導

その他

１ 商工会・商工会議所 105 8.6% 9.5% 3.8% 15.2% 2.9% 9.5% 25.7% 3.8% 1.0% 4.8% 8.6% 0.0% 1.9% 1.0% 3.8%
２ 中小企業・ベンチャー総合支援センター 55 7.3% 3.6% 5.5% 14.5% 10.9% 21.8% 5.5% 5.5% 0.0% 10.9% 0.0% 3.6% 3.6% 3.6% 3.6%
３ 都道府県等中小企業支援センター 163 8.0% 3.1% 8.6% 14.7% 9.2% 15.3% 9.2% 5.5% 0.6% 11.7% 3.1% 0.0% 4.9% 1.8% 4.3%
４ 地域中小企業支援センター 60 1.7% 5.0% 16.7% 16.7% 13.3% 11.7% 15.0% 0.0% 1.7% 10.0% 1.7% 0.0% 0.0% 3.3% 3.3%
５ 組合・都道府県中小企業団体中央会 25 4.0% 0.0% 4.0% 24.0% 0.0% 20.0% 16.0% 4.0% 4.0% 12.0% 4.0% 4.0% 0.0% 4.0% 0.0%
６ 政府系金融機関 271 8.1% 2.6% 5.2% 7.8% 0.0% 1.5% 61.1% 0.7% 0.4% 3.7% 7.0% 0.4% 0.4% 0.0% 1.5%
７ 民間金融機関 125 8.0% 0.8% 4.8% 4.8% 0.0% 0.8% 68.0% 3.2% 0.8% 2.4% 4.8% 0.0% 0.0% 0.0% 1.6%
８ 中小企業診断士 62 8.1% 3.2% 4.8% 4.8% 8.1% 9.7% 9.7% 1.6% 0.0% 27.4% 17.7% 1.6% 1.6% 1.6% 0.0%
９ 税理士・公認会計士・弁理士・技術士 146 3.4% 4.1% 6.8% 6.2% 1.4% 0.7% 14.4% 0.7% 3.4% 6.8% 41.8% 2.1% 7.5% 0.0% 0.7%
10 都道府県の窓口 154 11.7% 5.2% 20.8% 22.7% 1.9% 6.5% 7.8% 1.3% 1.3% 10.4% 3.2% 0.0% 2.6% 0.6% 3.9%
11 市町村の窓口 6 0.0% 0.0% 16.7% 33.3% 0.0% 16.7% 16.7% 0.0% 0.0% 16.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
12 公設試験研究機関・国立試験研究機関 29 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 72.4% 3.4% 0.0% 3.4% 0.0% 10.3% 0.0% 0.0% 6.9% 0.0% 3.4%
13 大学 22 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 81.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 9.1% 9.1% 0.0%
14 経営革新計画承認企業 12 0.0% 0.0% 0.0% 16.7% 16.7% 16.7% 33.3% 0.0% 0.0% 8.3% 0.0% 0.0% 0.0% 8.3% 0.0%
15 その他 49 2.1% 4.2% 0.0% 8.3% 10.4% 20.8% 4.2% 4.2% 10.4% 18.8% 4.2% 0.0% 6.3% 2.1% 6.3%

図表Ⅰ－２－８ アドバイス機関とアドバイス内容（申請前）

図表Ⅰ－２－９ アドバイス機関とアドバイス内容（申請後）
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（２）アドバイス機関とその効果（充分に効果があった割合）

アドバイスを受けた中小企業者の多くは、充分に効果があったと回答している。

図表Ⅰ－２－１０ アドバイス機関とその効果

２．３．３ 経営革新計画の承認が中小企業者の経営全体に与える効果

「２．３．１ 支援措置の直接的な効果」で述べたように、経営革新計画の承認を受け

た事業者は、その承認のメリットとして、低利融資等の支援策による直接的なメリットが

大きいと認識している。しかし、そういった支援措置を活用することができた背景には、

経営革新計画という中期計画を策定することを通じて、自社の強み弱みを分析し、それを

踏まえた対策を具体的に示すことにより、対外的な信用力が高まったという効果が多くの

場合存在している。

また、付加価値額が向上した要因として、新規の販路開拓等がうまく進んだ、既存の顧

客への満足度が高まった、資金調達が順調にできた、設備導入が予定どおりいった、など

の要因を指摘する中小企業が多いが、こうしたことが順調に進んだ背景としても、経営革

新計画を策定し、中期計画を具体的にたて、それを適宜見直し修正するということで、経

営の質が向上したことが要因になっている場合が多い。 

このように、経営革新支援制度の効果として、経営に関する中長期計画を策定し、企業

のＰＤＣＡ（計画―実行―評価―改善）サイクルを定着させるきっかけになっているとい

う効果を見逃すことはできない。

すなわち、企業が目指すべき目標と、その目標を実現させるための計画を策定し、計画

の実行と定期的な見直しによる問題点の発見・解決、そして必要に応じた計画の修正を行

うといったマネジメントのサイクルをまわして、その成果を段階的に高めていくことで経

営の向上が図られる。

申請前 申請後
合計 件数 割合 合計 件数 割合

１ 商工会・商工会議所 208 137 65.9% 109 45 41.3%

２ 中小企業・ベンチャー総合支援センター 58 36 62.1% 55 26 47.3%
３ 都道府県等中小企業支援センター 298 210 70.5% 170 66 38.8%
４ 地域中小企業支援センター 71 43 60.6% 64 25 39.1%
５ 組合・都道府県中小企業団体中央会 37 27 73.0% 26 14 53.8%

６ 政府系金融機関 431 344 79.8% 281 190 67.6%
７ 民間金融機関 179 109 60.9% 130 59 45.4%
８ 中小企業診断士 93 59 63.4% 66 32 48.5%

９ 税理士・公認会計士・弁理士・技術士 171 98 57.3% 157 89 56.7%
10 都道府県の窓口 362 282 77.9% 161 96 59.6%
11 市町村の窓口 21 14 66.7% 7 4 57.1%

12 公設試験研究機関・国立試験研究機関 16 10 62.5% 30 13 43.3%
13 大学 10 6 60.0% 22 11 50.0%
14 経営革新計画承認企業 35 21 60.0% 12 5 41.7%

15 その他 75 48 64.0% 51 23 45.1%

充分効果があった 充分効果があった
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また、こうした過程は、経営者自身のビジョンと「やるべきこと」を明確化させ、企業

内部・外部に対して、強い訴求力を示すものである。結果として、金融機関への信用力が

増大して、低金利融資による資金獲得にもつながる。

このように、中長期計画作成を通じたＰＤＣＡサイクルの定着は、経営革新を進めて、

企業の成果につながる最大の要因と呼べるものである。しかし、一方で、この要因は「急

がば回れ」の性格を持っており、企業経営者がその本質に「気づきにくい」面があるのも

事実である。今後、中小企業に対して、この点における更なる啓発が必要になろう。

また、都道府県産業施策の面から見ても、地域内の中小企業を経営革新により段階的に

ステップアップさせて、その成長に応じて更なる研究開発や事業化に係る施策へつなげる

展開が必要になる。

●参考：ＰＤＣＡ（計画－実行－評価－改善）サイクル

業務・生産のプロセスを計画（Plan）、実行（Do）、改善（Check）、改善（Action）の流

れで実施するマネジメントサイクルである。最後の改善を再び計画に結びつけてサイク

ルをまわすことによって、継続的な品質向上、業務改善活動を推進する。

●委員会における主な指摘

� 中小企業は、成果につながる本当の意味での事業計画を持っていない。経営革新計画

は、それを作成・運用して経営を向上させる。

� 経営革新制度の基本的な方向性として、「強い中小企業」を作ることである。そのた

め、各経営指標の目標値設定も含め、「企業のあるべき姿」を気付かせて、それに向

かいＰＤＣＡサイクルをまわしながら取り組んでいく。

� 経営革新のポイントは、ビジネスプランと決算書を作成して、ＰＤＣＡサイクルをま

わすことである。その中で、ＰＤＣＡサイクルをまわすことが一番重要である。

� 経営革新に取り組んで企業の信用力が増大したことは、効果として大きなウエイトを

占めている。それが低金利融資にもつながっている。

� 中小企業から、経営革新で自分の意見をまとめる力やプレゼンテーションのノウハウ

が身に付いた事が良かったという反響がある。

� 中小企業がＰＤＣＡサイクルを回し、それが根付いた企業が何らかの形で次のステッ

プとなる施策にエントリーできる仕組みも考えられる。
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３．経営革新支援制度の今後の運用の在り方

３．１ 制度運用に当たっての基本的な考え方

中小企業政策は、１９９９年に中小企業基本法が改正され、その基本的な考えに大きな

パラダイムシフトがあった。それは、二重構造の底辺・弱者という中小企業の捉え方から、

我が国経済のダイナミズムの根源であると認識を新たにした。すなわち、中小企業は、保

護の対象から、国や地方の活力の源泉として、経済発展に欠かせない期待すべき存在とな

ったものである。それにあわせて、中小企業政策も大企業との格差是正から、自立した中

小企業の多様で活力ある経済活動を支援して、成長を促すものになった。

中小企業経営革新支援法（現：中小企業新事業活動促進法）は、そのような大きく転換

した政策理念に基づくものであり、今後の成長が見込まれる中小企業を支援して、育てて

いくことを目的としている。すなわち、国や地域の社会経済の基盤となり、経済成長の原

動力になる「強い中小企業」や「志ある中小企業」を一つでも多く増やしていく。そのた

めには、中小企業が自主的に経営向上に資する取り組みを行わなければならない。まさし

く、経営革新支援は、そのような経営向上に資する中小企業の自主的な取り組みをバック

アップしていくものである。

経営革新支援制度は、運用開始から約７年が経過したが、その間、累計で２万６千件以

上の経営革新計画が承認されており、その年間の承認件数は年々増加傾向にある。また、

アンケート調査によると、承認を受けた中小企業の約６割が、制度の目標値である付加価

値額又は１人当たり付加価値額の年率３％以上の改善を達成している。このように、経営

革新支援制度は、経営向上に取り組む中小企業に対する支援策として、一定の成果をあげ

てきているといえる。

こうした経営革新支援制度を、中小企業の経営の向上を促進する制度としてさらに効果

あるものにしていくためには、以下の視点で運用を進めていくことが重要である。

○基本的考え方 

経営革新支援制度は、少しでも多くの中小企業にＰＤＣＡサイクルの重要性を気づいて

もらい、その実行を支援し、経営の向上を促進するためのツールとして活用するという視

点に立つべきである。

「２．３．３ 経営革新計画の承認が中小企業者の経営全体に与える効果」でも取り上

げたように、中小企業の経営向上には、中長期のビジネスプランを策定し、その実行を通

じてＰＤＣＡサイクルをまわしていくことが大切である。

現在、中小企業を取り巻く内的・外的環境は大きく変化しており、経営者自身も新たな

事業活動の取り組みの必要性を感じているものと考えられる。しかし、多くの中小企業の

経営者は、必要性を感じても、具体的にどうすればよいのか、どのような取り組みを行え
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ばよいのか、思いがあってもその「かたち」を的確に明確化できない可能性がある。また、

中小企業は新しい取り組みに際して、必要な経営資源が不足していることもある。

こうした中小企業が、公的機関によるアドバイスを受けながら、中期計画を策定し、Ｐ

ＤＣＡサイクルを導入していくきっかけを与えるのが経営革新支援制度である。したがっ

て、経営革新支援制度は、１社でも多くの中小企業にきっかけを与え、経営向上に向けた

取り組みを明確化して実行する「やる気」を創出し、その実行をサポートする制度として

いくことが大切である。

○具体的方向性

具体的には、以下の取り組みをこれまで以上に進めることが重要である。

まず、少しでも多くの中小企業にきっかけを与えるため、経営革新支援制度が広く中小

企業者に知られるようにするための取り組みが重要である。

また、経営革新計画の承認の運用に当たっては、一社でも多くの中小企業にＰＤＣＡサ

イクルを定着させるという視点での運用を心がけるべきである。

さらに、承認を受けた中小企業の計画実行段階において、ＰＤＣＡサイクルを定着させ

るという観点から、フォローアップとアドバイスを行うことが重要である。

３．２ 経営革新計画の申請や承認の運用の在り方

各都道府県における経営革新計画承認等の運用に当たっては、上述の基本的考え方に示

したとおり、少しでも多くの中小企業にＰＤＣＡサイクルを定着させるツールとして活用

するという視点で運用することが重要である。

こうした観点から、申請書及び審査の運用においては、以下のような改善を図っていく

ことが望ましい。

３．２．１ 申請書について

経営革新計画は、申請企業の経営者自らが、自身の考えを整理しながら内容を記入する

ことが大切である。したがって、申請フォーマットの構成についてはシンプルを通すこと

が重要である。現状フォーマットは概ね適当であると評価されるが、より良いものにして

いくためには、次の事項について引き続き検討する必要がある。

（１）別表１「経営革新計画」について

別表１「経営革新計画」の中で、「経営革新計画の目標」はテーマ（題名）を簡潔に記

載する形式にする。現状のフォーマットでは、「経営革新計画の目標」と「経営革新の概

要及び既存事業との関係」の内容が重複する可能性があり、取り組みの内容等に関する部

分は、「経営革新の概要及び既存事業との関係」に記載するという整理をした方が望まし

い。 
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（２）別表３「経営計画及び資金計画」について

別表３「経営計画及び資金計画」における経常利益の計算方法は、営業外収益を入れな

い独自の計算方法により行うこととされている。それは、「経営革新に係る事業で得た利

益で評価する」目的があるためであり、一定の合理性があると考えられるが、今後は申請

企業の利便性を考えて、営業外収益を入れた通常の計算ルールを適用することも検討する

べきである。少なくとも、通常の計算ルールとは異なる点を強調して明記するとともに、

営業外収益を考慮しない理由を含めてその旨を説明し、申請企業の理解を得ることが求め

られる。

なお、別表３「経営計画及び資金計画」については、申請企業の利便性を考えて、表計

算ソフトと連動した形式のファイルでフォーマットが提供されることが望ましい。

（３）添付資料の追加について

基本フォーマットに加えて、例えば、決算書等の既存資料の添付や、新事業と既存事業

の区分けをなんらかの方法で確認するなど、必要に応じて添付資料（企業情報を記した既

製資料、申請に係る新規作成資料）を追加して対応することも考えられる。

しかしながら、本制度が中小企業者にＰＤＣＡサイクルを定着させるきっかけを作るツ

ールであるとの観点から、中小企業者に過度の負担となるような資料を求めることは避け

るべきである。

３．２．２ 都道府県の審査について

（１）審査時における新規性の判断について

都道府県向けのアンケート調査によると、都道府県によって、どちらかというと件数を

重視した運用と、どちらかというと質を重視した運用を行っている県とが存在している。

また、都道府県によっては、法律に基づく基本方針によって示された要件に加えて、独自

の基準を示しているところもあった。このように、都道府県がそれぞれ工夫をして、経営

革新計画の承認事務を行っている。

経営革新計画の承認を受けるためには、「新事業活動」を行う計画であることが求めら

れるが、その事業活動の新規性の程度については、中小企業新事業活動促進法に基づく基

本方針において、「個々の中小企業にとって新たな事業活動」であれば支援の対象となる

ことが明記されている。しかしながら、その具体的な判断基準の詳細な設定はなされてい

ないところである。

経営革新支援制度の意義は、できるだけ多くの中小企業にＰＤＣＡサイクルを定着させ

るきっかけを与え、その経営の向上を促進するところにある。すなわち、経営革新支援制

度は、中小企業に、会社の発展につながる本当の意味での事業計画を作ってもらい、それ

を実現することを支援することにより、中小企業の経営の向上を促進するものである。
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その中小企業にとって新規性がない事業計画、そして競争環境の中で適切な差別化等の

図られていない事業内容であれば、付加価値の向上は見込めず、経営の向上は望めない。

したがって、新規性の判断については、「その企業についての新規性」を基本にしつつ、

その事業が売上や利益をあげることができるのかという視点から「同一地域で相当程度普

及しているもの」は排除する、という考え方に基づいて行うことが適当であると考えられ

る。 

なお、中小企業の事業の内容は多種多様であり、地域性による差もあることから、新規

性の判断基準を市場シェア等の数字を用いて定量的に示すことは困難である。

他方で、担当者によって承認の可否に差が生じるようなことにならないようにするべき

であり、今後とも経営革新事例の紹介を進め、相互に各都道府県の事例を数多く参照でき

るようしていくなど、都道府県担当者に判断材料を提供していくことも必要であろう。

（２）審査におけるプレゼンテーションの活用について

複数の都道府県が、審査会等において経営者がプレゼンテーションを行い、それも審査

の参考する方式を取り入れている。中小企業が中期計画を作成し、ＰＤＣＡサイクルを定

着させつつ、新しい取り組みを成功させていくには、経営者の意気込み（やる気）が必須

である。また、経営の向上を実現するためには、経営者自身が自身の考え方を整理し、社

内・社外にその考えを的確に伝えていくことが求められる。こうした観点から、経営者の

プレゼンテーションを通じ、経営者の意気込みや説明の内容を直接確認することは有効で

あると考えられる。

しかしながら、中小企業者の多くは、こうした場におけるプレゼンテーションに慣れて

おらず、独力では自分の考えをうまく説明することができない場合も多い。こうしたこと

から、審査会においてプレゼンテーションを求める場合には、支援センター等においてプ

レゼンテーションのやり方等について適切なアドバイスを行うことが必要である。プレゼ

ンテーション能力の向上は、今後、中小企業経営者にとって重要なものになると考えられ、

そうした観点からも、こうしたアドバイスは有効である。

なお、中小企業者の負担を考えると、審査会等におけるプレゼンテーションを必須にす

るべきではないと考えられるが、申請前のアドバイスを行う段階で、申請者の意気込みや

考え方等について確認することが適当である。

３．３ 経営革新計画の承認を受けようという中小企業を増やすための取り組み 

３．３．１ 基本的な広報戦略

より多くの中小企業に経営革新へのチャレンジを促すためには、経営革新支援制度を知

らない中小企業への啓発が重要になろう。

経営革新を知らない中小企業への広報戦略は、簡易なリーフレット（１枚程度）を用意・

活用することが有効である。また、そのようなリーフレットには、より詳細な情報へのア
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クセスを希望したとき、その手段（都道府県窓口や支援センターの連絡先や、施策を説明

したホームページの URL 等）を記載しておく必要がある。一方で、中小企業庁が発行し

ている冊子「今すぐやる経営革新」は、むしろマニュアル的な位置づけで内容拡充・修正

を図っていくことが望ましい。

ただし、冊子による広報は自ずと限界がある。中小企業に直接情報をプッシュし、き

っかけを与えるためには、中小企業者に最も身近な支援機関である商工会・商工会議所等

で行うセミナー等が有効である。例えば、中小企業が参加しやすい日時（休日等）で、中

小企業支援施策説明会を開催する方式が考えられる。そのような中小企業支援策説明会に

て、各種支援施策を包括的に説明したうえで、経営革新支援の情報も提供する。

中小企業側の情報獲得ルートを拡充しつつ注意すべき点として、中小企業はあくまで

「必要なとき」必要な情報にアクセスしたい（必要と感じなければ情報を認知しない）と

考えているケースが多いことである。そのため、地域の中小企業の身近な相談窓口にて、

相談に訪れた中小企業経営者に対して、適切に経営革新支援制度を案内できるか否かは重

要なポイントである。例えば、広報ルートとしては、中小企業にとって最も身近な存在の

一つである、税理士・会計士、商工会・商工会議所の経営指導員を活用することが考えら

れる。更に、地域内の中小企業から日常的に融資の相談を受けている金融機関に対する施

策案内も有効であろう。

その他、経営革新へ取り組む機運をあげるために開催する表彰・イベント等を民間と共

催で開催することも、有効であると考えられる。

●参考：「今すぐやる経営革新」について内容拡充・修正点（案） 

今すぐやる経営革新をマニュアルとして位置づけた場合、より良いものにするため

には、以下のような事項を検討していく必要があるだろう。

・ ＳＷＯＴ分析などを取り入れて経営計画作成の説明を拡充する。

・ 支援措置の適用について説明を補足する。低金利融資は別途融資機関の審査が必

要になる等の説明が必要である。

・ 承認後のフォローアップとして、各都道府県でも様々な独自施策が用意されてい

ることを説明する。

・ 保証・融資の優遇措置の説明にて、「信用保証の特例」に経営革新関連保証の概要、

信用保証料率が低く設定されている旨の説明を追加する。

・ 参考資料の経営革新計画都道府県別実績表は累積承認件数のみでなく、最近３ヶ

年の年度別も追加する。
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３．３．２ 広報媒体

広報媒体としては、行政の広報資料のみではなく、民間メディア（地元の地方新聞など）、

一般書籍の発行、動画形式の資料など、企業に対して訴求力を持つと考えられる媒体が複

数ある。今後、このような広報媒体の有効活用を積極的に進めることが必要になろう。た

だし、ここで行政のホームページ等に動画形式資料や情報を掲載する場合、その内容を支

援者側が自由に活用できるよう、著作権フリーにすることが望ましい。

３．３．３ 優良事例の公表や表彰

中小企業がやる気を喚起し、「あるべき姿」に到達するための経営革新に自ら取り組ん

でいくには、その機運を生み出すことが重要である。そのためには、経営革新に取り組ん

で経営を向上させた企業を褒め称え、賞賛することも重要である。例えば、全国規模で経

営革新の優良事例を表彰したり、併せて優良な支援者・支援機関を認定・表彰することも、

中小企業側と支援側の両輪にて機運を生み出すことにつながり、効果的であろう。

●委員会での主な意見

� 大分県では、経営革新計画承認企業で今後成長しそうな企業は、地元の新聞にその

取り組みが掲載される。

� 静岡県では、地元の新聞に経営革新計画承認企業を取上げてもらっているが、一面

トップに掲載されると効果的である。

� 経営革新に取り組んで経営を向上させた企業を、その支援者と共に表彰し賞賛する

イベントを開催する。各都道府県からの選抜に続き全国大会を開催することでやる

気をもたらし、経営革新に取り組む機運を作り出す。 

●事例紹介（新聞掲載）
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３．４ 中小企業に対するアドバイスについて

（１）計画申請前のアドバイスの重要性

中小企業の経営者は、自らの「思い」や「やりたいこと」を漠然と持っていても、事業

計画にまで具体化できていないことがほとんどである。そのため、地域における各種支援

機関等は、経営革新支援制度をきっかけとして、中小企業の「やる気」を引き出し、その

思いを事業計画に具体化する作業を促すとともに、その思いを経営革新計画に落とし込む

ためのブラッシュアップを適切に支援することが必要である。

事業計画を具体化する段階においては、企業経営者とフェイス・トゥ・フェイスで話を

聞きながら、ＳＷＯＴ分析にて中小企業の「強み」や「弱み」を判断して、強みを活かし

たビジネスプランに昇華させていく能力が求められる。すなわち、中小企業と一緒になっ

て、経営をより良くしていくための取り組みを一緒に考えていくという姿勢が重要である。

●参考：ＳＷＯＴ分析

企業が経営戦略・経営計画を検討するうえで、自社を取り巻く環境を分析する手法

である。経営環境を内部環境（経営資源、生産力、営業・販売力、ブランド等）と外

部環境（景気、市場環境、政策動向等）の二つに分けて、それぞれ好影響を与える要

因と悪影響を与える要因に分けてマトリクスを作成して、環境条件等を明確化する。

好影響 悪影響

内部

環境

Strengths 

強み 

Weaknesses 

弱み 

外部

環境

Opportunities 

機会

Threats 

脅威

（２）計画承認後（実施段階）におけるアドバイスの重要性

経営革新は、企業のＰＤＣＡ（計画―実行―評価―改善）サイクルを定着させることに

よってその効果を発揮する。したがって、申請前のみならず申請後のフォローアップのア

ドバイスも重要である。こうしたことから、法律においても、行政庁（都道府県）が承認

された経営革新計画の進捗状況の調査を行うとともに、必要な指導及び助言を行うべき旨

明記されているところである。

計画承認後のアドバイスの実施状況を見ると、経営革新計画終了企業調査によれば、計

画の承認を受けた中小企業者の多くは、計画承認後において、都道府県や都道府県中小企

業支援センター、商工会・商工会議所、政府系金融機関等の公的支援機関だけでなく、民

間金融機関、中小企業診断士、税理士等からもアドバイスを受けている。しかし、その内

容を見ると、支援措置の説明や資金調達の方法といった、個別の課題に対するアドバイス

が多くなっている。
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また、経営革新の承認を受けた企業に対する調査として、「経営革新計画フォローアッ

プ調査」（計画承認後１～２年後の中小企業を対象に都道府県が中心となって実施）と、「経

営革新計画終了企業調査」（計画期間が終了した中小企業を対象に国が中心となって実施）

の２つの調査が実施されている。

このように、現在でも計画承認企業に対して各種の調査やアドバイスが実施されている

ところであるが、中小企業にＰＤＣＡサイクルを着実に定着させることを通じて、その経

営向上の実現を効果的に促進するためには、計画実施時におけるフォローアップとアドバ

イスを強化していくことが望ましい。

具体的には、都道府県や支援機関の担当者が定期的に中小企業者を訪問し、計画の進捗

状況を確認し、必要に応じて適切なアドバイスを行うことが効果的であると考えられる。

実際に、いくつかの都道府県では、定期的な訪問等によるフォローアップを行うことによ

り、経営革新計画承認企業の経営向上に成果をあげている。（事例参照）

このような観点から、「経営革新計画フォローアップ調査」及び「経営革新計画終了企

業調査」についても、都道府県等が行う定期的なフォローアップの一環として行うことを

検討すべきである。

その際、できるだけ多くの中小企業に対して適切なフォローアップを行うため、都道府

県及び都道府県等中小企業支援センターによる対応だけでなく、商工会・商工会議所とい

った公的支援機関や、中小企業診断士、税理士といった民間の支援機関の活用が重要であ

る。経営革新計画の申請時に支援を行った経営指導員等が引き続きフォローアップも行う

ような仕組みなど、関係者をうまく活用しつつ、適切にフォローアップが行われるような

システムを都道府県ごとに確立していくことが望ましい。

●参考：中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律（抜粋）

第三十四条 行政庁は、承認経営革新計画に従って経営革新のための事業を行う中小

企業者について、その経営の向上の状況を把握するための調査を行うものとする。

３ 国及び都道府県は、承認経営革新計画に従って行われる経営革新のための事業の

適確な実施に必要な指導及び助言を行うものとする。

●事例紹介

� 千葉県では、フォローアップとして承認１年後の全ての企業を中小企業支援センタ

ーの職員と専門家が訪問する。

� 静岡県では、商工会・商工会議所の経営指導員による「一人一件承認申請運動」が

あり、承認まで到達した企業はフォローアップできる体制である。

� 長野県では、経営革新計画の承認機関が１０箇所あり、そこで申請前相談から承認

後のフォローアップまでの取り組みを行っている。また、承認企業には県の担当者
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が割振られ、承認後の企業訪問を実施する。

� 大分県では、フォローアップ調査と経営革新計画終了企業調査を県の担当者が企業

訪問形式で実施しており、回収率を上げている。また、県の支援センターでは平成

１７年度から一部の会員企業に対してＰＤＣＡサイクル定着支援の活動を開始して

いる。

（３）マーケティングの視点を重視したアドバイスの重要性

上述したとおり、中小企業が付加価値向上に成功した要因として、多くの中小企業が販

路開拓の重要性を指摘している。このように、中小企業の新事業を効果的に実現していく

ためには、いかに新しい顧客を獲得できるかが重要である。

特に地域の中小製造業は、技術シーズ志向が高く、市場や消費者ニーズの視点が欠落し

たまま新商品の開発を進めてしまうケースが多い。こうした場合、開発後にその商品につ

いて販路開拓支援を行っても高い効果は望めず、むしろ、開発段階でマーケットの視点を

入れながら軌道修正を図るという支援が重要である。

すなわち、新製品を企画・開発する段階において、技術シーズ志向ではなく、マーケッ

トとコミュニケーションをしっかりと行い、市場・消費者ニーズを取り入れた「買ってく

れる」製品を開発する方向で事業が進むよう、計画の実施状況を確認しつつ、適切なアド

バイスを行うことが求められる。

（４）アドバイスを実施する体制

経営革新支援制度をきっかけとして、一社でも多くの中小企業にＰＤＣＡサイクルを定

着させ、その経営の向上を促進していくためには、都道府県や都道府県等支援センターに

おける取り組みだけでは不十分である。中小企業に最も身近な支援機関である商工会・商

工会議所において、経営革新支援制度の広報と申請前のアドバイスを行うとともに、計画

承認後のフォローアップも行う体制を構築していくことが望ましい。こうした観点から、

シニアアドバイザーセンター事業は有効であり、今後その更なる効率的な運営に努めてい

くべきである。

また、こうした支援機関の担当者のスキル向上が重要であり、より積極的な研修等を行

うことを検討すべきである。さらに、効果的な支援を行うため、地域ごとに経営革新協議

会等の支援機関の連絡会を開催し、担当者間の情報交換や連携を円滑化していくことが求

められる。

また今後は、市町村に対しても、積極的な関与を促していくことが重要である。市町村

が中小企業支援の窓口等を開設することが困難な場合においても、物品等の調達において、

地域の中小企業が開発した優れた製品を積極的に採用する等の方策が考えられる。

今後さらに経営革新支援制度を活用してＰＤＣＡサイクルを定着させ、経営の向上を実

現する中小企業を増やしていくためには、公的支援機関だけによる広報や支援では限界が
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ある。したがって、中小企業の身近な存在である、中小企業診断士や税理士、民間金融機

関といった、民間の中小企業関係機関を有効に活用していくという視点が重要である。

このため、経営革新計画を承認する際に、それを支援した民間関係機関の名称を明記さ

せるとともに、多くの中小企業の経営向上を支援した民間機関の賞賛するなどの工夫を今

後検討していくべきである。また、中小企業者の側に、一定の費用を負担しつつ外部の専

門家のアドバイスを受けることの有効性を理解してもらうための意識付けも重要であろ

う。 

●事例紹介

� 茨城県の例

茨城県では、承認申請書の最後に、支援機関を記載する欄を設けている。

� 千葉県の取り組み

商工会・商工会議所の経営指導員と、県の経営革新支援制度担当者が勉強会を開催

している。

� 長野県の取り組み

民間金融機関等も含めて、支援機関や支援者が集まる情報交換会を実施している。

� 岡崎商工会議所の取り組み 

金融機関、税理士を主要メンバーとして、中小企業支援策活用研究会を開催してい

る。金融機関や税理士の取引先である中小企業への施策の紹介が進み、経営革新計画

承認件数が増加した。

� 大阪府の取り組み

支援連絡会議を開催している。そこには、商工会議所に加えて、市町村も参画して

いる。

� ＴＫＣ全国会の取り組み

経営革新についてのパンフレットを用意し、企業訪問時に併せて紹介している。経

営革新計画の承認を受けた顧問先中小企業に対しては、月ごとの業績評価を行い、中

小企業者と一緒になって月ごとの改善テーマを設定するなど、ＰＤＣＡサイクル定着

支援を日常的に行っている。



30

21 14 11

0 10 20 30 40 50

1

むしろ量を重視 その他 むしろ質を重視

第２編 アンケート調査

１．都道府県における経営革新支援制度の運用実態把握調査の結果

■対象数：４７ ■回答票数：４７ ■回収率：１００．０％

１．１ 制度運用に関する都道府県のスタンス、考え方 
（１）基本的な考え方 

経営革新支援制度の活用目的として、都道府県の中小企業全体の底上げに資する（むし

ろ量を重視）ことを目的にしている回答が２１自治体（４５．７％）であり、独自の支援

施策も関連づけて、有望な中小企業に集中的に支援する（むしろ質を重視）ことを目的に

している回答が１１自治体（２３．９％）であった。

図表Ⅱ－１－１ 経営革新支援制度活用目的（n=46）

（２）都道府県における計画承認件数の目標

計画承認件数の目標値を設定しているのは３８自治体（８０．９％）であり、設定して

いないのは９自治体（１９．１％）である。

また、目標設定の方式を見ると、「～年度まで」目標値を設定している方式が１１自治体

（２３．４％）、「年度ごと」に目標値を設定している方式が１９自治体（４０．４％）、「両

方の方式の併用」が８自治体（１７．０％）である。

図表Ⅱ－１－２ 都道府県における承認件数目標値設定（n=47）

（３）経営革新計画に係る独自の補助金・制度融資の有無

経営革新に係る都道府県独自の補助金・制度融資については、６自治体（１２．８％）

が補助金のみ、１３自治体（２７．７％）が制度融資のみ、２６自治体（５５．３％）が

補助金及び制度融資を有する。合わせて、４７自治体中４５自治体（９５．７％）が、経

11 19 8 9

0 10 20 30 40 50

1

あり（年度まで） あり（年度ごと） あり（併用） なし
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営革新に係る独自の補助金・制度融資を有する。

図表Ⅱ－１－３ 経営革新に係る独自施策の有無（n=47）

１．２ 制度を運用する体制

（１）経営革新支援協議会にあたる組織、もしくはそれに類似の機能を有する組織の有無

経営革新支援協議会（もしくは類似組織）の有無について、「ある」との回答は２６自

治体（５５．３％）であり、そのうち２２件（４６．８％）が新規で設立された組織であ

る。 

図表Ⅱ－１－４ 経営革新支援協議会（もしくは類似組織）の有無（n=47）

経営革新支援協議会等の役割・位置づけ、主な活動、有効性と課題について、主な回答

例を以下に整理する。

図表Ⅱ－１－５ 経営革新支援協議会等の役割・位置づけ、活動内容、有効性・課題

No． 役割・位置づけ 主な活動内容

1 関係支援機関との情報の共有化・制度の周知

による経営革新実施企業の掘り起こしを図

る。 

会議は開催せず、個別連携で活動。

2 経営革新への取り組みを推進するとともに、

県内中小企業関係機関の連携による円滑か

つ効率的な支援策の展開を図る。 

①経営革新パンレットの作成・配布

②企業巡回

③経営革新セミナー

3 経営革新の位置付け協議。普及についての協

議。 
承認事例の紹介など。

4 構成員の情報交換 ①会議開催。

②承認状況、データの提供。

5 ①支援策等に関する情報提供

②経営革新に取り組む中小企業の掘り起こ

し

③計画作成に関する助言

④関係機関相互の連携 等

①計画作成助言

②セミナー、講習会の開催

③経営革新に取り組む企業の掘り起こし

④情報交換 等

22 4 21

0 10 20 30 40 50

1

あり（新規で設立） あり（既存組織の活用） なし

6 13 26 2

0 10 20 30 40 50

1

補助金 制度融資 補助金及び制度融資 不明
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6 支援機関の連携。 会議の開催（年２回）。

7 情報連絡と連携の組織。 経営革新の普及に向けた情報交換と相互連携のた

めの会議の開催。

8 関係支援機関の連絡会議。 原則、年 1 回の情報連絡会議。

9 相互連携、情報交換の場。 県内５地域で地域別会議を開催。

10 関係機関の総括機関 中小企業支援に関する基本的な方針等の決定。

11 制度の普及・啓発及び計画作成のアドバイス

等。 
経営革新計画承認制度の利用促進のための企業訪

問、講習会等の実施及び計画作成のアドバイス等。

12 県内支援機関間の情報交換。 県内を東部・中部・西部に分け、各地域年２回及

び全体会議を年２回の計８回開催。

13 中小企業の経営革新の円滑かつ効率的な実

施をきめ細やかに支援するため、県内の中小

企業支援関係機関を構成員とする経営革新

支援連絡協議会を設置し、中小企業関係機関

の連携・協議を行う。 

①支援協議会は、原則として、年２回開催する。

②支援チームは、原則として、２カ月に１回連絡

会議を開催する。

14 中小企業者への支援体制の確立のための組

織

年 2 回程度連携会議を開催。

15 制度の円滑な推進及び情報交換 ①支援実施状況報告

②課題検討

③事例紹介

などの連絡調整、情報交換

16 経営革新承認にふさわしい計画かどうか評

価を行う 
月１回評価委員会開催

17 経営革新計画策定に臨む企業数の増加の取

り組み 
年度当初に情報交換会議を開催し、企業への計画

策定の働きかけ、計画策定の支援などについて意

見交換を行っている

18 関係機関との情報交換の場。 連絡会議を開催するほか、経営革新支援について

随時情報交換を行っている。

19 連携強化のため 経営革新計画に関する支援策の利用促進及び支援

内容の強化を図るため、意見交換を実施

20 事務局 支援機関の連携強化と情報共有化を目的に開催し

ているが、それ以外の活動・事業は特になし。

21 関係団体の協力強化 ①経営革新支援制度の普及・PR 
②各種支援策の説明及び助言

③セミナー・講習会の開催

④経営革新計画作成段階からの支援

⑤経営革新計画承認企業に対する各種支援内容

（補助金、低利融資、信用保証等）が円滑に受け

られる計画作成の助言

⑥経営革新計画の未達成企業に対する専門家派遣

による支援

⑦県が実施するフォローアップ調査への協力

⑧その他協議会の決定に基づき実施する県内中小

企業の経営革新推進のために必要な事業

22 中小企業の経営革新の円滑かつ効率的な実

施を支援するための、関係機関レベルの連絡

会議

経営革新支援に関する情報交換、課題解決に向け

た意見交換等

23 制度の普及啓発、共有化、支援措置の円滑化。 企業の発掘、機会を捉えての制度紹介、商工団体

においては、計画作成支援。

24 関係機関の連携強化。 年１回程度、県経営金融課が商工団体や金融機関

等を招集し、意見交換や質疑応答を行う。 
25 中小企業等が取り組む経営革新の円滑かつ

効率的な実施をきめ細やかに支援するとと

もに，経営革新支援施策の実施に関し関係機

関の連携を図る。 

年に２回程度、協議会を開催している。

26 連携・情報交流。 平成１７年度創設。

各関係機関間の情報共有。
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（２）都道府県から見た支援センターの有効活用

都道府県から見て支援センターは、４０自治体（８５．１％）から有効活用されてい

ると回答があり、６自治体（１２．８％）から有効活用されていないとの回答があった。

図表Ⅱ－１－６ 都道府県からみた支援センターの有効活用（n=47）

都道府県から見て「有効に機能していない」と回答した理由は以下の通りである。

図表Ⅱ－１－７ 都道府県の支援センターが有効に活用されていない理由（回答例）
1 経営革新に関する相談は，直接県が相談を受けるケースがほとんどである。

2 県支援センターを通じての経営革新計画承認申請が少ない。

3 支援センターからの申請実績なし

4 人員体制に余裕がない。

5 特にセンターの業務ではないため。（経営革新計画について）

（３）シニアアドバイザーセンターの活用

都道府県から見てシニアアドバイザーセンターは、有効に活用されているとの回答が３

８自治体（８０．９％）である。一方で、５自治体（１０．６％）にて有効活用されてい

ないとの回答があった。

図表Ⅱ－１－８ シニアアドバイザーセンターの活用状況（n=47）

都道府県から見て「有効に機能していない」理由として、「制度が始まったばかり」

以外の指摘をピックアップすると以下の通りである。

図表Ⅱ－１－９ シニアアドバイザーセンターが有効に活用されていない理由
1 シニアアドバイザー制度との連携が取れていないため

2 シニアアドバイザーセンターを通じての経営革新計画承認申請が少ない。

3 既存事業である地域中小企業支援センターとの役割分担(所管エリアの境界線)が明確でない
ため。

4 会議所と商工会連合会の地理的、会員企業数が異なる。
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（４）中小企業診断士の活用

都道府県から見て中小企業診断士は、有効に活用されているとの回答が３６自治体

（７６．６％）％である。一方で、８自治体（１７．０％）で有効活用されていないと

の回答があった。

図表Ⅱ－１－１０ 中小企業診断士の有効活用状況（n=47）

ここで、「経営革新計画承認企業のうち中小企業診断士の診断を経た割合」について

上位（８０％以上）であるケースに絞って「中小企業診断士の位置づけ」と「有効に活

用されている理由」を抽出すると次のようになる

図表Ⅱ－１－１１ 中小企業診断士の位置づけと有効活用されている理由（回答例）
No. 都道府県の施策における中小企業診断士の位置づけ 有効活用されている理由
1 経営革新計画承認申請時の相談・アドバイス、高度化

診断、アドバイスなど。
中小企業支援策を展開するうえで専門的
能力がアドバイス・支援に役立っている。

2 県職員の診断士が承認事務を行っている。 県の承認事務は、職員の診断士が行って
いるため。

3 支援機関のﾈｯﾄﾜｰｸ（商工会議所、商工会、政府系金融
機関、民間金融機関、ＴＫＣ、税理士、中小企業診断
士他）を重視して案件の組成をしているが、その一部
という認識。

支援した中小企業の業績が向上するなど
目に見えた実績がでている。

4 経営革新計画の申請企業に対しては、事前経営診断を
依頼している。また、承認審査会においては外部専門
家として主に経営面での審査を依頼している。さらに、
フォローアップ事業では目標未達成企業に対しての助
言を依頼している。

経営革新計画に係る様々な局面で、外部
専門家としての知見を活用させていただ
いている。

5 中小企業をはじめとする産業振興施策の推進にあた
り、専門知識等を活用・貢献することを期待。

経営・財務内容の評価、アドバイスに一
定の役割を果たしている。ただし、さら
に企業の業績向上に役立つアドバイス、
支援の実行を期待する。

6 経営革新計画承認時のアドバイザーとして委嘱し、申
請企業の経営診断、経営革新計画の評価を行っている。
及び事業のフォローアップ（経営相談等）に役立って
いる。

専門的な知識で、企業の計画遂行にかか
る財務内容や課題を指摘していただけ
る。 

7 経営革新計画の調査・助言、フォローア
ップ及び専門家派遣で活用されている。

8 経営革新計画審査会委員に委嘱している。 外部専門家としての意見を承認に当たり
反映させていただいている。

9 経営革新申請支援，経営相談及び高度化診断を担当 支援体制において実際に活躍している。
10 経営革新計画に係り診断助言を行っている。 経営革新計画の策定支援や審査の各段階

で、民間、県、関係団体の中小企業診断
士が必ず関与している。

11 専門家の視点から計画の評価がなされて
いる。

12 高度化事業に係る経営相談と庁内、市町村所管のプロ
ジェクトへの経営面からの協力

経営の現状分析や経営課題、問題点等の
整理、事業計画の妥当性について専門家
の立場から助言を得ている。

13 県として中小企業診断士の資格を持つ人材の育成に努
めており、診断士が経営革新計画の作成支援、アドバ
イスを行っている。

経営革新計画の作成に対するアドバイス
が、適切に行われていると考えるため。
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14 経営金融課 経営診断班を設置し県融資制度の診断を
実施。

審査会における事前調査において調査を
依頼。

また、「有効に活用されていない」理由としては次のようなものがあった。

図表Ⅱ－１－１２ 中小企業診断士が有効活用されていない理由
1 直接のつながりがなく把握していない。
2 専門家派遣実績が少ない。
3 特に普及につとめているわけではない。（計画作成支援という点について）
4 制度の運用においては、県内部において対応しており、現時点では審査に当たって中小企業診断士

を活用していない。なお、申請書類を見ると、全ての中小企業診断士が、経営革新制度そのものを
十分に理解されているとは言い切れない。

5 自治体としては組織的には役割を位置づけていないので、「有効活用されていない」と回答した。
ちなみに、地域中小企業支援センターのサポーターには、中小企業診断士の有資格者を採用。

6 診断士が関わる件数は増加傾向にあるが、計画作成支援に携わる者は一部に限られている。

7 以前は、フォローアップ調査（企業訪問）を依頼していたが、中小企業診断士ならでは、というも
のが感じられず、費用対効果から当県では活用していない。

8 中小企業診断士が積極的に当該制度に関わる仕組みとなっておらず、税理士を経営診断士の代わり
として活用されているケースが多い。

（５）望ましいフォローアップ調査や終了企業調査の形式

望ましい調査形式として訪問形式が数多く指摘されている。また、企業の回答負担軽減

（調査票を簡易にする）、フォローも兼ねる等の回答もある。

図表Ⅱ－１－１３ 望ましいフォローアップ調査や終了企業調査の形式
回答 件数

1 訪問調査や面談方式（同時にアドバイス、フォローアップも兼ねる） 24
2 調査票の簡易化や企業の回答負担軽減（回答方式の変更も含む） 8
3 終了企業調査の制度化、中小企業庁による一括調査体制の確立 3
4 報告様式と時期を承認時に明確化、調査協力を明記 2
5 都道府県への調査年間計画の事前通知や調査結果の早期フィードバック 3
6 成功事例より調査対象を抽出して調査する 1
7 県のデータと全国データを比較するため、国の調査も継続 1
8 目標達成数値の確認の統一化 1
9 現状の調査様式、方法で問題なし 3

（６）都道府県担当者から見た体制全般への意見

体制全般への意見としては、次のようなものがあった。

図表Ⅱ－１－１４ 体制全般への意見
回答 件数

1 支援機関の体制強化と支援業務の充実、支援者の人材育成強化 6
2 運用や承認に関わる統一基準や要領の作成 4
3 支援機関における役割分担の効率化 4
4 全国や局内レベルでの連絡会、会議 2
5 シニアアドバイザー制度の継続と発展（計画作成支援の充実） 2
6 支援機関への積極的な連携要請や情報提供 1
7 補助制度の廃止は今後影響あり 1
8 長期的な視点での制度設計 1
9 窓口が多すぎる 1

10 支援センターの機能が不十分（事業可能性評価に偏っている） 1
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１．３ 支援制度運用の各論

（１）申請書類の受付場所

各都道府県の経営革新計画の申請書類の受付場所として、２７自治体（５７．４％）が

本庁のみでの受付けである。

図表Ⅱ－１－１５ 申請書類受付場所（n=47）

また、申請書類を「窓口にて１回で申請書類を受理しなかった場合」の対応として、最

も多いのは「窓口担当者自身が相談に乗る」が３０自治体（５６．６％）である（複数回

答）。

図表Ⅱ－１－１６ 受理しなかった場合の対応（n=53）

（２）都道府県独自の承認基準の有無

９自治体（１９．１％）にて独自の承認規準を設けているとの回答があり、３８自治体

（８０．９％）から独自の承認基準を設けていないと回答があった。

また、独自基準は明確にあるわけではないが、一部の自治体では承認の際に対して注意

点等（新規性や創意工夫、実現可能性について等）がある。

図表Ⅱ－１－１７ 独自の承認基準の有無（n=47）
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（３）経営革新計画承認の審査方法

経営革新計画承認の審査方法として、最も多いのが書類審査と企業のプレゼンテーショ

ンの併用であり、１５自治体（３３．３％）である。続いて、書類審査のみの方式が１３

自治体（２８．９％）である。

図表Ⅱ－１－１８ 経営革新計画承認の審査方式（n=45）

（４）都道府県における支援措置

１）企業に一番活用されていると考えられる支援策

都道府県担当者が、企業に一番活用されていると捉えている支援策は、政府系金融機関

の低利融資制度が最も多く３９自治体（８３．０％）である

図表Ⅱ－１－１９ 企業に最も活用されている支援策（n=47）

２）民間金融機関の低利融資制度で最も融資に積極的な機関

民間金融機関では、３２自治体（８８．９％）から地方銀行が最も低利融資制度の実施

に積極的であるとの回答があった。

その他の審査方法 回答件数

企業ヒアリングの実施（現地調査も含む）。 9
受付担当者、調査担当や指導担当者がプレゼンテー
ション実施。

7

受付機関と承認機関が協議して、文書決済にて承認。 1
専門家意見を踏まえ県産業労働センター長が承認。 1
注意：その他の審査方法は、延べ回答件数をカウントしているため合計
は１７にならない（例えば、企業ヒアリングと担当者プレゼンテーションを
併用している都道府県もある）。
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図表Ⅱ－１－２０ 最も融資に積極的な民間金融機関（n=38）

（５）販路開拓

１）都道府県独自の販路開拓事業の有無

販路開拓については、３０自治体（６３．８％）から独自事業があるとの回答があった。

図表Ⅱ－１－２１ 独自の販路開拓事業の有無（n=47）

（６）支援策全般に対する意見

実際に制度を運用する都道府県の経営革新支援担当者から、支援策全般への意見につい

て、以下のような回答があった。

図表Ⅱ－１－２２ 支援策全般に対する主な意見
No. 回答 件数

1 企業ニーズを踏まえた支援策の充実（例：サービス産業向け、雇用に対する助成
金など）

10

2 国や中小企業基盤整備機構の情報提供の早期実施。 2
3 変更承認の必要性の有無が保証協会等と異なる。融資額は企業の財務状態を適宜、

金融機関・保証協会が適宜判断し行うべき。
1

4 中小企業総合展を経営革新計画承認企業に限定。 1
5 承認と支援策適応がイコールでないことが企業は不満。 1
6 留保金課税停止の必要性に疑問を感じる。 1
7 基盤強化税制については生産効率、物流効率等の改善に対応できるよう、金額を

総額基準にする等配慮すべき。
1

8 民間金融機関を巻き込む必要性。 1

0
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１．４ 広報・宣伝等

（１）企業に最も効果的な広報・宣伝手法

企業に最も効果的な広報・宣伝手段を 1 つ選んでもらったところ、２５自治体（５３．

２％）にて、セミナー等のイベント実施が最も効果的であると回答があった。続いて、１

０自治体（２１．３％）にて企業訪問が最も効果的であるとの回答があった。

図表Ⅱ－１－２３ 企業に最も効果的な宣伝（n=47）

「その他」については、次のような回答があった。

図表Ⅱ－１－２４ 企業の最も効果的な宣伝（その他） 
1 金融機関等支援機関からの紹介。

2 経営革新セミナーや企業訪問の際にパンフレットや冊子を用いて説明するなど、個々の広報
ではなく、複合的な広報が重要であると考えられる。

3 県支援センター等と関係団体と連携し、平素からの普及啓発の取り組み・企業発掘

4 商工団体を通じたＰＲ（広報、相談対応、訪問）

5 承認計画を報道機関に情報提供し、地元紙などマスコミなどでとりあげられること。

6 人的支援、パブリシティ、口コミ

7 ダイレクトメール

8 テレビ等マスメディアを利用した手法。

各都道府県の広報戦略については、次のような回答があった。

図表Ⅱ－１－２５ 都道府県の広報戦略
回 答 件数

パンフレット、ポスター、都道府県広報媒体、ホームページの活用 26
セミナー、説明会 19
民間マスメディア、マスコミ（県域ＴＶ、地元紙等）の活用（制度紹介と事例紹介） 12
商工会・商工会議所と連携してＰＲ 8
シニアアドバイザーセンター、都道府県支援センター等の支援機関と連携したＰＲ 8
企業訪問によるＰＲ 8
事例集作成、優良企業紹介（表彰など） 5
税理士会と連携してＰＲ 2
政府系及び民間金融機関と連携したＰＲ 2
市町村との連携したＰＲ 1

25

1

3

10

8

0 5 10 15 20 25 30

セミナー

ホームページ

パンフレット

企業訪問

その他
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（２）経営革新支援施策を知らない企業への広報の取り組み 
１）都道府県のホームページに経営革新に関する情報を掲載

都道府県のホームページに経営革新の情報を掲載しているのは４３自治体（９１．５％）

である。

図表Ⅱ－１－２６ ホームページへの情報掲載（n=47）

２）セミナー等のイベントやホームページ以外の広報活動

４４自治体（９３．６％）にて、セミナー等のイベントやホームページ以外の広報活動

を実施している。

図表Ⅱ－１－２７ イベント・ホームページ以外の広報活動（n=47）

また、イベント・ホームページ以外の取り組みについては、政府が作成した資料の交付

を実施しているのは３６自治体（２９．３％）であり、続いて都道府県独自のパンフレッ

トや冊子を作成しているのが３４（２７．６％）自治体である。

図表Ⅱ－１－２８ イベント・ホームページ以外の取り組み（n=123）複数回答
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あり なし

43 4

0 10 20 30 40 50

1

あり なし

34
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20
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その他
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図表Ⅱ－１－２９ イベント・ホームページ以外の取り組み（その他） 
No. 回 答

1 新聞に年に数度紹介

2 商工会・商工会議所等主催のセミナー等にて講師として参加し、制度の普及を図っている。

3 金融機関や商工団体が主催する企業が集まるイベントで紹介する。

4 組合、団体への情報提供

5 TKC 県支部総会等で制度説明

6 県としては、様々な組織（商工会議所、金融機関、税理士事務所等）が主催する企業等向け
セミナーにおいて、講師として職員を派遣している。

7 県内商工会、商工会議所へ経営革新への取り組み依頼。

8 市町村や商工会議所等の広報誌への掲載依頼

9 メルマガでの発信

10 県政広報誌やテレビ番組の活用，関係機関の発行する機関誌への掲載，新聞での広報など

３）広報媒体との接触がない企業へのコンタクトについて

普段から支援機関等とあまり交流がない、行政のホームページをあまり見ないような企

業に対しては、どのような考え方・方針で行政側からアプローチしているのか等を伺った。

図表Ⅱ－１－３０ 広報媒体との接触がない企業へのコンタクト
回 答 件数

商工会・商工会議所と連携してＰＲ 14
シニアアドバイザーセンター、都道府県支援センター等の支援機関と連携したＰＲ 8
政府系及び民間金融機関と連携したＰＲ 8
各種業界団体、商工団体と連携してＰＲ 6
税理士・会計事務所・中小企業診断士団体等と連携してＰＲ 5
企業訪問、セミナー、説明会によるＰＲ 3
パンフレット、ポスター、都道府県広報媒体、ホームページの活用 2
他の支援策と連携してＰＲ 2
過剰な情報提供は不要（やる気のある企業は自ら情報を取りに来ている） 2
民間マスメディア、マスコミ（県域ＴＶ、地元紙等）の活用（制度紹介と事例紹介） 1

４）国が作成した広報資料の有効性

国が作成した広報資料について、有効と回答したのは４４自治体（９３．６％）である。

図表Ⅱ－１－３１ 国の作成した広報資料の有効性（n=47）

44 2 1

0 10 20 30 40 50

1

あり なし 不明
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１．５ 経営革新計画承認件数増加の要因

昨年の９月以降、３月、４月を除いて経営革新の承認件数が全国的に増加傾向である要

因について意見を伺ったところ、おおよそ次のような回答があった。

図表Ⅱ－１－３２ 承認件数の全国的増加の要因

回答 件数

1 景気回復、設備投資の高まり 18
2 シニアアドバイスセンターの設置による経営革新支援の強化 13
3 制度普及、施策の浸透、認知度のアップ 10
4 国、県、金融機関等の各支援機関による PR 効果、連携効果 5
5 金融機関、会計事務所等による申請斡旋、税理士等コンサルタント強化 2
6 建設業等公共事業の業況悪化 2
7 旧法にない支援策（同族会社の留保金課税の停止処置）への希望がある 2
8 減少している（増加していない）ため要因不明 4
9 承認要件を若干緩和して捉えて進めていると推測 1

１．６ 経営革新に最も必要な要因

経営者の熱意を挙げたのが３１自治体（６６．０％）、資金面の充実を挙げたのが６自

治体（１２．８％）である。

図表Ⅱ－１－３３ 経営革新に最も必要な要因（n=47）
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1000万円未満
10.4%

1000万円以上
3000万円未満
48.6%

1億円以上
9.3%

5000万円以上
1億円未満
13.7%

3000万円以上
5000万円未満
18.1%

２．経営革新計画終了企業調査の結果

■対象：平成１７年１０月～平成１８年９月の期間で計画終了を向かえた企業

■有効送付数1：３，０４１ ■回答票数：１，１５６ ■回収率：３８．０％

（１）経営革新終了企業調査における資本金規模別分布

経営革新終了企業を資本金別に見てみると、資本金１０００万円以上３０００万円未満

が最も多く、４８．６％である。次いで３０００万円以上５０００万円未満が１８．１％

である。

図表Ⅱ－２－１ 経営革新計画終了企業における資本金規模別分布（n=1101）

（２）経営革新終了企業調査における従業員規模別分布

経営革新計画終了企業において、３０名以上５０名未満の企業が最も多く、１９．２％

である。次いで従業員５０名以上１００名未満が１９．１％である。

図表Ⅱ－２－２ 経営革新計画終了企業における従業員規模別分布（n=832）

1
転居先不明や倒産等で調査票が戻ってきたもの、または先方から倒産や廃業等の理由で回答不可能であると

連絡があったものを除く。 

１００名～
15.0%

５０～９９名
19.1%

１０～１９名
19.2%

２０～２９名
14.4%

３０～４９名
17.3%

４～９名
11.2%

３名以下
3.7%
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大分類 中分類 件数 % 大分類 中分類 件数 %

A 農業 2 0.2% J 卸売・小売業 179 15.5%

01 農業 2 0.2% 49 各種商品卸売業 12 1.0%

B 林業 1 0.1% 50 繊維・衣服等卸売業 11 1.0%

02 林業 1 0.1% 51 飲食料品卸売業 19 1.6%

C 漁業 0 0.0% 52 建築材料， 鉱物・金属材料等卸売業 27 2.3%

03 漁業 0 0.0% 53 機械器具卸売業 14 1.2%

04 水産養殖業 0 0.0% 54 その他の卸売業 29 2.5%

D 鉱業 1 0.1% 55 各種商品小売業 9 0.8%

05 鉱業 1 0.1% 56 織物・衣服・身の回り品小売業 4 0.3%

E 建設業 83 7.2% 57 飲食料品小売業 11 1.0%

06 総合工事業 40 3.5% 58 自動車・自転車小売業 6 0.5%

07 職別工事業(設備工事業を除く) 26 2.2% 59 家具・じゅう器・機械器具小売業 2 0.2%

08 設備工事業 17 1.5% 60 その他の小売業 30 2.6%

F 製造業 616 53.3% K 金融・保険業 2 0.2%

09 食料品製造業 80 6.9% 61 銀行業 0 0.0%

10 飲料・たばこ・飼料製造業 8 0.7% 62 協同組織金融業 0 0.0%

11 繊維工業（衣服，その他の繊維製品を除く） 6 0.5% 64 貸金業，投資業等非預金信用機関 0 0.0%

12 衣服・その他の繊維製品製造業 24 2.1% 63 郵便貯金取扱機関，政府関係金融機関 0 0.0%

13 木材・木製品製造業（家具を除く） 13 1.1% 64 貸金業，投資業等非預金信用機関 0 0.0%

14 家具・装備品製造業 8 0.7% 65 証券業，商品先物取引業 1 0.1%

15 パルプ・紙・紙加工品製造業 10 0.9% 66 補助的金融業， 金融附帯業 0 0.0%

16 印刷・同関連業 45 3.9% 67 保険業（保険媒介代理業，保険サービス業を含む） 1 0.1%

17 化学工業 19 1.6% L 不動産業 12 1.0%

18 石油製品・石炭製品製造業 2 0.2% 68 不動産取引業 3 0.3%

19 プラスチック製品製造業 30 2.6% 69 不動産賃貸業・管理業 8 0.7%

20 ゴム製品製造業 4 0.3% M 飲食店・宿泊業 32 2.8%

21 なめし革・同製品・毛皮製造業 0 0.0% 70 一般飲食店 18 1.6%

22 窯業・土石製品製造業 26 2.2% 71 遊興飲食店 0 0.0%

23 鉄鋼業 9 0.8% 72 宿泊業 14 1.2%

24 非鉄金属製造業 6 0.5% N 医療、福祉 5 0.4%

25 金属製品製造業 75 6.5% 73 医療業 2 0.2%

26 一般機械器具製造業 62 5.4% 74 保健衛生 0 0.0%

27 電気機械器具製造業 37 3.2% 75 社会保険・社会福祉・介護事業 3 0.3%

28 情報通信機械器具製造業 10 0.9% O 教育、学習支援 6 0.5%

29 電子部品・デバイス製造業 15 1.3% 76 学校教育 0 0.0%

30 輸送用機械器具製造業 30 2.6% 77 その他の教育，学習支援業 6 0.5%

31 精密機械器具製造業 35 3.0% P 複合サービス業 2 0.2%

32 その他の製造業 56 4.8% 78 郵便局(別掲を除く） 0 0.0%

G 電気・ガス・熱供給・水道業 8 0.7% 79 協同組合 2 0.2%

33 電気業 3 0.3% Q サービス業（他に分類されないもの） 124 10.7%

34 ガス業 3 0.3% 80 専門サービス業（他に分類されないもの） 37 3.2%

35 熱供給業 0 0.0% 81 学術・開発研究機関 2 0.2%

36 水道業 2 0.2% 82 洗濯・理容・美容・浴場業 5 0.4%

H 情報通信業 37 3.2% 83 その他の生活関連サービス業 5 0.4%

37 通信業 0 0.0% 84 娯楽業 3 0.3%

38 放送業 0 0.0% 85 廃棄物処理業 19 1.6%

39 情報サービス業 31 2.7% 86 自動車整備業 10 0.9%

40 インターネット附随サービス業 5 0.4% 87 機械等修理業（別掲を除く） 1 0.1%

41 映像・音声・文字情報制作業 1 0.1% 88 物品賃貸業 4 0.3%

I 運輸業 30 2.6% 89 広告業 3 0.3%

42 鉄道業 0 0.0% 90 その他の事業サービス業 13 1.1%

43 道路旅客運送業 2 0.2% 91 政治・経済・文化団体 0 0.0%

44 道路貨物運送業 21 1.8% 92 宗教 1 0.1%

45 水運業 3 0.3% 93 その他のサービス業 20 1.7%

46 航空運輸業 0 0.0% R その他 6 0.5%

47 倉庫業 4 0.3% 不明（大分類） 10 0.9%

48 運輸に附帯するサービス業 0 0.0% 合計 1156 100.0%

業種一覧 全体 業種一覧 全体

（３）経営革新終了企業調査における業種別分布

中分類の産業分類で見ると最も多い業種は、「金属製品製造業」で６．５％を占める。次

いで「一般機械器具製造業」が５．４％である。大分類で見れば、製造業が５３．３％で

最も多く、次いで卸売・小売業が１５．５％である。

図表Ⅱ－２－３ 経営革新計画終了企業における業種別分布（n=1156）
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計画達成企業 189 24.7% 205 27.2% 379 45.8% 150 17.8%
計画未達成企業 575 75.3% 548 72.8% 449 54.2% 691 82.2%

ｎ 764 100.0% 753 100.0% 828 100.0% 841 100.0%

付加価値額計画達
成度

一人当たり付加価
値額計画達成度

営業利益達計画成
度

従業員数計画達成
度

計画達成
企業
24.7%

計画未達
成企業
75.3%

計画達成
企業
27.2%

計画未達
成企業
72.8%

２．１ 計画達成状況と目標達成状況

経営革新終了企業調査の集計において、経営革新計画による付加価値額及び一人当たり

付加価値額の増減状況を、各企業が申請時に設定した「計画値」と、年平均増加率３％と

いう「目標値」の２つの基準によって測定した。

図表Ⅱ－２－４ 計画値と目標値についての説明

計画値の

達成状況

計画達成企業 実績値が計画値以上であった企業

計画未達成企業 実績値が計画値を下回った企業

目標値の

達成状況

目標達成企業 年平均増加率３％以上の企業

目標未達成企業(０％～３％) 年平均増加率０％以上３％未満の企業

目標未達成企業 年平均増加率０％未満の企業

（１）計画達成状況

経営革新計画（３年計画、４年計画もしくは５年計画）を終了した企業のうち、計画期

間中に付加価値額を計画値まで達成させた企業は１８９社（２４．７％）、「一人当たりの

付加価値額」を計画値まで達成させた企業は２０５社（２７．２％）である。また、従業

員数を計画値まで達成させた企業は３７９社（４５．８％）、営業利益を計画値まで達成さ

せた企業は１５０社（１８．２％）である。

図表Ⅱ－２－５ 計画達成状況

図表Ⅱ－２－６ 付加価値額計画達成状況

（n=764）
図表Ⅱ－２－７ 一人当たり付加価値額

計画達成状況（n=753）
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目標達成企業 390 51.2% 300 40.2%
目標未達成企業（０～３％） 88 11.6% 106 14.2%
目標未達成企業（０％未満） 283 37.2% 341 45.6%

n 761 100.0% 747 100.0%

付加価値額目標達
成割合

一人当たり付加価
値額目標達成割合

計画達成
企業
45.8%計画未達

成企業
54.2%

計画未達
成企業
82.2%

計画達成
企業
17.8%

目標達成
企業
51.2%

目標未達
成企業
（０％未満）
37.2%

目標未達
成企業（０
～３％）
11.6%

目標達成
企業
40.2%

目標未達
成企業
（０％未満）
45.6%

目標未達
成企業（０
～３％）
14.2%

（２）目標達成状況

経営革新計画（３年計画、４年計画もしくは５年計画）を終了した企業のうち、計画期

間中に付加価値額を年率３％以上向上させた企業は３９０社（５１．２％）、「一人当たり

の付加価値額」を年率３％以上向上させた企業は３００社（４０．２％）である。

図表Ⅱ－２－１０ 付加価値額・一人当たり付加価値額の目標達状況

図表Ⅱ－２－８ 従業員数計画達成状況

（n=828）
図表Ⅱ－２－９ 営業利益計画達成状況

（n=841）

図表Ⅱ－２－１１ 付加価値額の目標

達成状況（n=761）
図表Ⅱ－２－１２ 一人当たり付加価値額

の目標達成状況（n=747）
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n = 747 
100% 

達成
59.0%

未達成
41.0%

達成 441 59.0%
未達成 306 41.0%

n 747 100.0%

付加価値額または一人当たり付加価値
額のどちらかが3％以上達成

また、付加価値額または一人当たり付加価値額のどちらかが年率３％以上向上した企業

数は４４１社（５９．０％）である。

ここで、付加価値額もしくは一人当たり付加価値額のどちらかが年率３％以上を達成し

た企業を「目標達成企業」として、どちらも年率３％未満であった企業を「目標未達成企

業」と定義する。

図表Ⅱ－２－１３ 付加価値額・一人当たり付加価値額の目標達状況（その２） 

注：図表Ⅱ－２－１３において、n は付加価値額及び一人当たり付加価値額の両方とも欠損していない企業

数７４７である。よって、図表Ⅱ－２－１０と比較して、付加価値額年率３％以上達成の割合が異なる。

付加価値額、一人当たり付加価値額

共に年率３％以上達成

３３．３％（２４９社） 

一人当たり付加価値額

年率３％以上達成

４０．２％ 
（３００社） 

付加価値額

年率３％以上達成

５２．２％ 
（３９０社） 

付加価値額、一人当たり付加価値額

のどちらかが年率３％以上達成

５９．０％（４４１社） 

図表Ⅱ－２－１４ 付加価値額または一人当たり付加価値額のどちらかが

3％以上達成した割合（n=747）
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増加企業
59.7%

維持企業
9.6%

減少企業
30.7%

増加企業
57.0%

維持企業
0.0%

減少企業
43.0%

（３）従業員と営業利益の増減状況

従業員数と営業利益について、計画終了時に申請時と比較して増加した企業数は、それ

ぞれ４９４社（５９．７％）、４７５社（５７．０％）である。

図表Ⅱ－２－１５ 従業員と営業利益の増減状況

増加企業 494 59.7% 475 57.0%
維持企業 79 9.6% 0 0.0%
減少企業 254 30.7% 359 43.0%

ｎ 827 100.0% 834 100.0%

従業員数 営業利益

図表Ⅱ－２－１６

従業員の増減状況（n=827）
図表Ⅱ－２－１７

営業利益の増減状況（n=834）
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35 .0%

25 .9%

15 .2%

7 .1%

4 .3%

14 .2% 46 .5%

54.7%

59.9%

67.6%

76 .5%

75 .6%

74 .7%

78 .2%

72 .2%

8.8%

13 .2%

16 .8%

13 .1%

14 .5%

14 .3%

15 .1%

3.6%

30 .5%

6 .7%

10.3%

4 .0%

6 .4%

7 .9%

3.0%

4.1%

4 .1%

3 .2%

2.5%

7 .7%

2.4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

経営革新支援対策費補助金
n=1033

政府系金融機関からの低利融資
n=2189

信用保証の別枠 n=871

設備投資減税 n=871

欠損金の繰り戻し還付 n=826

新規・成長分野雇用創出奨励金
n=854

基盤人材確保助成金 n=855

雇用創出等能力開発助成金
n=840

中小企業総合展 n=808

１活用した 2希望していたが活用できなかった

３活用しなかった 4そもそも知らなかった

２．２ 各支援策の活用状況

（１）各支援策の活用実績

支援策を活用した割合は、政府系金融機関からの低金利融資が最も多く３５．０％であ

る。次いで、経営革新支援対策補助金が３０．５％の順番である。

図表Ⅱ－２－１８ 各支援策の活用実績について
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77 .7%

67 .5%

70 .3%

69 .2%

67 .8%

58 .9%

60 .6%

15 .3%

33 .2%

19 .6%

23 .4%

27 .1%

23 .1%

25 .4%

33 .9%

36 .4%

48 .6%

62 .7%

3 .8%

1 .7%

29 .2%

0 .0%

5 .4%

5 .1%

7 .1%

1 .7%

3 .7%

1 .8%

3 .0%

6 .9%

1 .7%

3 .8%

0 .8%

2 .0%

1 .0%

0 .3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

経営革新支援対策費補助金
n=295

政府系金融機関からの低利融資
n=718

信用保証の別枠 n=197

設備投資減税 n=118

欠損金の繰り戻し還付 n=26

新規・成長分野雇用創出奨励金
n=59

基盤人材確保助成金 n=56

雇用創出等能力開発助成金
n=33

中小企業総合展 n=72

1充分効果があった ２やや効果があった

３あまり効果はなかった ４全く効果はなかった

（２）活用した場合の効果

支援策を活用した場合の効果を見てみると、政府系金融機関からの低金利融資が最も「充

分効果があった」との回答が多く、７７．７％である。次いで、経営革新支援対策費補助

金が６２．７％である。

図表Ⅱ－２－１９ 支援策を活用した場合の効果



51

8.8%

5.3%

19.3%

15.8%

40.4%

10.5%

14.7%

8.8%

20.6%

11.8%

38.2%

5.9%

11.0%

6.6%

19.8%

14.3%

39.6%

8.8%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0% 45.0%

1.事業完了後に補助金が交付されるため

2.自己負担（資金）が必要なため

3.募集時期が実際の事業スケジュールと合わなかったため

4.実際に必要な経費と補助対象経費が合わなかったため

5.申請したが不採択となったため

6.その他

目標達成企業 目標未達成企業 合計

２．３ 支援策を希望していたが活用できなかった理由

（１）経営革新支援対策費補助金

「申請したが不採択となったため」が目標達成企業、目標未達成企業ともに最も割合が

高い、次いで「募集時期が実際の事業スケジュールと合わなかったため」が高かった。ま

た、「事業完了後に補助金が交付されるため」、「自己負担（資金）が必要なため」と回答し

た企業は、目標達成企業の方がより割合が高くなっている。

一方で、「実際に必要な経費と補助対象経費が合わなかったため」と回答した企業は、目

標達成企業の方がより割合が高い。 

図表Ⅱ－２－２０ 支援策を希望していたが活用できなかった理由

（経営革新支援対策費補助金） 目標達成企業 n=57、目標未達成企業 n=34 
 

（２）政府系金融機関からの低金利融資

「担保不足」が目標達成企業、目標未達成企業ともに最も割合が高く、次いで「第三者

保証人の不在」が高かった。

また、目標達成企業は目標未達成企業に比べて「担保不足」と「第三者保証人の不在」

の割合が高い一方で、「事業計画に問題」と回答した企業の割合は、目標未達成企業におい

てより高くなっている。
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48.4%

25.8%

9.7%

16.1%

18.5%

18.5%

18.5%

46.6%

22.4%

13.8%

17.2%

44.4%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

1.担保不足

2.第三者保証人の不在

3.事業計画に問題

4.その他

目標達成企業 目標未達成企業 合計

50.0%

18.8%

0.0%

31.3%

36.8%

31.6%

0.0%

31.6%

42.9%

25.7%

0.0%

31.4%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

1.担保不足

2.第三者保証人の不在

3.事業計画に問題

4.その他

目標達成企業 目標未達成企業 合計

図表Ⅱ－２－２１ 支援策を希望していたが活用できなかった理由

（政府系金融機関からの低利融資） 目標達成企業 n=57、目標未達成企業 n=34 
 

（３）信用保証の別枠

「担保不足」が目標達成企業、目標未達成企業ともに最も割合が高い。また、目標達成

企業は目標未達成企業に比べて「担保不足」の割合が高い一方で、「第三者保証人の不在」

と回答した企業の割合は、目標未達成企業においてより高くなっている。

図表Ⅱ－２－２２ 支援策を希望していたが活用できなかった理由

（信用保証の別枠） 目標達成企業 n=16、目標未達成企業 n=19 

（４）税制

｢利益が出なかったため」が目標達成企業、目標未達成企業ともに最も割合が高くなって

いる。また、「生産額等の減少要件を満たせなかった」、「利益が出なかったため」の両方と

も、目標未達成企業の方が回答した企業が多かった。
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21.0%

3.5%

18.0%

55.5%

2.0%

21.3%

4.7%

18.0%

52.0%

4.0%

21.1%

4.0%

18%

54.0%

2.9%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

1.支援を受ける条件を満たしていないため

2.支援として不十分であり、効果が望めないた
め

3.募集時期が実際の事業スケジュールと合わ
なかったため

4.活用については特に考えなかった

5.その他

目標達成企業 目標未達成企業 合計

図表Ⅱ－２－２３ 支援策を希望したが活用できなかった理由

（税制） 目標達成企業 n=15、目標未達成企業 n=5 
 

２．４ 支援策を活用しなかった理由

（１）経営革新支援対策費補助金

「活用については特に考えなかった」が目標達成企業、未達成企業ともに最も割合が高

くなっている。また、目標達成企業と目標未達成企業を比較すると、目標達成企業の方が、

「活用については特に考えなかった」割合が高い。 

図表Ⅱ－２－２４ 支援策を活用しなかった理由

（経営革新支援対策費補助金） 目標達成企業 n=200、目標未達成企業 n=150 
 

16.7%

44.4%

38.9%

20.0%

60.0%

20.0%

17.4%

47.8%

34.8%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%

1.生産額等の減少要件を満たせなかった

2.利益が出なかったため

3.その他

目標達成企業 目標未達成企業 合計
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4.2%

3.1%

3.7%

81.2%

7.9%

8.9%

2.7%

6.2%

75.3%

6.8%

6.2%

3.0%

5%

78.6%

7.4%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

1.支援を受ける条件を満たしていないため

2.支援として不十分であり、効果が望めないため

3.募集時期が実際の事業スケジュールと合わなかったた
め

4.活用については特に考えなかった

5.その他

目標達成企業 目標未達成企業 合計

（２）政府系金融機関からの低金利融資

「活用については特に考えなかった」が目標達成企業、未達成企業ともに最も割合が高く

なっている。また、目標達成企業と目標未達成企業を比較すると、「募集時期が実際の事業

スケジュールに合わなかったため」は、目標達成企業の方が高い割合である。

図表Ⅱ－２－２５ 支援策を活用しなかった理由

（政府系金融機関からの低利融資） 標達成企業 n=104、目標未達成企業 n=71 
 

（３）信用保証の別枠

「活用については特に考えなかった」が目標達成企業、未達成企業ともに最も割合が高

くなっている。また、目標達成企業と目標未達成企業を比較すると、「募集時期が実際の事

業スケジュールに合わなかったため」は、目標未達成企業の方が高い割合である。

図表Ⅱ－２－２６ 支援策を活用しなかった理由

（信用保証の別枠） 標達成企業 n=191、目標未達成企業 n=146 

10.6%

7.7%

14.4%

53.8%

13.5%

12.7%

8.5%

7.0%

54.9%

16.9%

11.4%

8.0%

11%

54.3%

14.9%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

1.支援を受ける条件を満たしていないため

2.支援として不十分であり、効果が望めないため

3.募集時期が実際の事業スケジュールと合わなかった
ため

4.活用については特に考えなかった

5.その他

目標達成企業 目標未達成企業 合計
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25.2%

4.8%

7.8%

58.7%

3.5%

30.2%

6.0%

6.6%

52.7%

4.4%

27.4%

5.3%

7%

56.1%

3.9%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%

1.支援を受ける条件を満たしていないため

2.支援として不十分であり、効果が望めないため

3.募集時期が実際の事業スケジュールと合わなかったた
め

4.活用については特に考えなかった

5.その他

目標達成企業 目標未達成企業 合計

（４）税制

「活用については特に考えなかった」が目標達成企業、未達成企業ともに最も割合が高

くなっている。また、目標達成企業と目標未達成企業を比較すると、「活用については特に

考えなかった」は、目標達成企業の方が高い割合である。一方で、「支援を受ける条件を満

たしていないため」は、目標未達成企業の方が高い割合であった。

図表Ⅱ－２－２７ 支援策を活用しなかった理由（税制）

標達成企業 n=230、目標未達成企業 n=182 

２．５ 利用したアドバイス機関と内容、効果

（１）アドバイスを受けた機関（申請前、申請後）

アドバイスを受けた機関としては、申請前、申請後とも政府系金融機関が最も多く、そ

れぞれ２０．９％と２１．０％である。次いで、申請前は都道府県の窓口が１７．５％、

申請後は道府県等中小企業支援センターが１２．７％である。

さらに、申請前と申請後で差が見られたのは、都道府県の窓口（申請前：１７．５％、

申請後：１２．０％）、次いで商工会・商工会議所（申請前：１０．１％、申請後：８．１％）

である。
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10.1%

14.4%

17.5%

1.0%

0.8%

1.7%

4.8%

1.9%

9.7%

4.9%

11.7%

0.5%

0.5%

3.6%

8.3%

4.5%

8.7%

20.9%

1.8%

3.4%

2.8%

0.9%

3.8%

1.6%

2.2%

12.0%

4.1%

8.1%

12.7%

21.0%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0%

１ 商工会・商工会議所

２ 中小企業・ベンチャー総合支援センター

３ 都道府県等中小企業支援センター

４ 地域中小企業支援センター

５ 組合・都道府県中小企業団体中央会

６ 政府系金融機関

７ 民間金融機関

８ 中小企業診断士

９ 税理士・公認会計士・弁理士・技術士

10 都道府県の窓口

11 市町村の窓口

12 公設試験研究機関・国立試験研究機関

13 大学

14 経営革新計画承認企業

15 その他
申請前計 申請後計

17.6%

26.9%

4.7%

1.6%

1.1%

9.8%

0.3%

0.1%

0.6%

2.0%

0.0%

0.4%

0.1%

0.3%

6.9%

3.6%

7.7%

11.3%

6.8%

7.4%

27.6%

2.3%

1.4%

8.5%

9.3%

0.6%

2.8%

1.2%

2.5%

34.4%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0%

１ 経営革新計画の説明

２ 企画立案のアドバイス

３ 計画書の書き方を指導

４ 支援措置の説明

５ 技術・製品開発の指導

６ 販路の指導・斡旋

７ 資金調達の方法

８ 事業ﾊﾟー ﾄﾅｰの紹介

９ 人材確保の方法

10 事業の実施体制を指導

11 財務・会計の指導

12 法律相談

13 特許関連の相談

14 IT関係の相談・指導

15 その他

申請前計 申請後計

図表Ⅱ－２－２８ アドバイスを受けた機関（申請前および申請後）

（申請前：n=2065 申請後：n=1341） ※ここで、ｎは延べ数である

（２）アドバイス内容（申請前、申請後）

受けたアドバイスの内容としては、申請前は「経営革新計画の説明」が３４．４％と最

も多く、次いで「計画書の書き方を指導」が２６．９％、「企画立案のアドバイス」が１７．

６％である。

申請後は「資金調達の方法」が２７．６％で最も多く、次いで「支援措置の説明」が１

１．３％である。

図表Ⅱ－２－２９ アドバイスを受けた内容（申請前および申請後）

（申請前：n=2067 申請後：n=1289） ※ここで、ｎは延べ数である
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73.7%

20.1%

3.7%

1.1%

1.5%

54.9%

29.3%

9.8%

3.8%

2.1%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0%

１ 充分効果があった

２ やや効果があった

３ あまり効果はなかった

４ 全く効果はなかった

５ どちらとも言えない

申請前計 申請後計

（３）アドバイスの効果（申請前、申請後）

アドバイスを受けた効果について見ると、申請前、申請後とも「充分に効果があった」

が最も多い。また、申請前の方が申請後よりも、１８．８ポイント上回っている。

申請前と申請後の回答割合を比較すると、「充分効果があった」は申請前の方が高いが、

「やや効果があった」以降の回答では、申請前と比べて申請後の方が高くなっている。

図表Ⅱ－２－３０ アドバイスを受けた効果（申請前および申請後）

（申請前：n=1965 申請後：n=1278） ※ここで、ｎは延べ数である

２．６ アドバイス機関とその内容の関係

申請前を見ると、公設試験研究機関・国立試験研究機関と大学では「技術・製品開発の

指導」が最も多いが、それ以外の機関では「経営革新計画の説明」ないし「計画書の書き

方の指導」の割合が高くなっている。

申請後で見ると、中小企業・ベンチャー総合支援センターでは「販路の指導・斡旋」、地

域中小企業支援センターでは「計画書の書き方指導」、中小企業診断士では「事業の実施体

制を指導」、税理士・公認会計士・弁理士・技術士では「財務会計の指導」、設試験研究機

関・国立試験研究機関と大学では「技術・製品開発の指導」がそれぞれ多くなっている。

それ以外の機関では、「支援措置の説明」ないし「資金調達の方法」が多い。 
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n
（延べ数）

経営革新計
画の説明

企画立案の
アドバイス

計画書の書
き方を指導

支援措置の
説明

技術・製
品開発の

指導

販路の指
導・斡旋

資金調達の
方法

事業ﾊﾟｰﾄﾅｰ
の紹介

人材確保の
方法

事業の実施
体制を指導

財務・会計
の指導

法律相談

１ 商工会・商工会議所 206 51.5% 16.0% 24.8% 2.9% 0.0% 0.5% 2.9% 0.5% 0.0% 0.0% 1.0% 0.0%
２ 中小企業・ベンチャー総合支援センター 58 44.8% 19.0% 27.6% 1.7% 1.7% 0.0% 3.4% 1.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
３ 都道府県等中小企業支援センター 298 41.8% 20.2% 27.9% 5.1% 1.0% 1.3% 1.7% 0.0% 0.3% 0.3% 0.0% 0.0%
４ 地域中小企業支援センター 70 26.1% 23.2% 34.8% 5.8% 2.9% 2.9% 2.9% 0.0% 0.0% 1.4% 1.4% 0.0%
５ 組合・都道府県中小企業団体中央会 37 27.0% 21.6% 24.3% 5.4% 5.4% 0.0% 8.1% 5.4% 0.0% 2.7% 0.0% 0.0%
６ 政府系金融機関 429 41.4% 12.6% 18.0% 4.2% 0.0% 0.5% 23.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
７ 民間金融機関 178 31.5% 14.0% 15.2% 9.0% 0.6% 0.6% 25.8% 0.6% 0.0% 1.1% 0.6% 0.0%
８ 中小企業診断士 92 21.7% 26.1% 32.6% 5.4% 2.2% 2.2% 3.3% 0.0% 0.0% 1.1% 5.4% 0.0%
９ 税理士・公認会計士・弁理士・技術士 170 19.4% 22.9% 22.9% 3.5% 1.2% 1.8% 7.6% 0.0% 0.6% 0.0% 17.1% 0.0%
10 都道府県の窓口 361 28.7% 16.2% 44.3% 4.2% 0.0% 1.1% 4.2% 0.0% 0.0% 0.8% 0.6% 0.3%
11 市町村の窓口 21 23.8% 9.5% 47.6% 4.8% 4.8% 0.0% 4.8% 0.0% 0.0% 4.8% 0.0% 0.0%
12 公設試験研究機関・国立試験研究機関 16 12.5% 12.5% 6.3% 6.3% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 6.3% 0.0% 0.0%
13 大学 10 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 80.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 10.0% 0.0%
14 経営革新計画承認企業 35 20.0% 22.9% 31.4% 5.7% 5.7% 2.9% 8.6% 2.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
15 その他 73 30.1% 26.0% 20.5% 5.5% 1.4% 2.7% 1.4% 1.4% 0.0% 2.7% 1.4% 0.0%

n
（延べ数）

経営革新計
画の説明

企画立案の
アドバイス

計画書の書
き方を指導

支援措置の
説明

技術・製
品開発の

指導

販路の指
導・斡旋

資金調達の
方法

事業ﾊﾟｰﾄﾅｰ
の紹介

人材確保の
方法

事業の実施
体制を指導

財務・会計
の指導

法律相談

１ 商工会・商工会議所 105 8.6% 9.5% 3.8% 15.2% 2.9% 9.5% 25.7% 3.8% 1.0% 4.8% 8.6% 0.0%
２ 中小企業・ベンチャー総合支援センター 55 7.3% 3.6% 5.5% 14.5% 10.9% 21.8% 5.5% 5.5% 0.0% 10.9% 0.0% 3.6%
３ 都道府県等中小企業支援センター 163 8.0% 3.1% 8.6% 14.7% 9.2% 15.3% 9.2% 5.5% 0.6% 11.7% 3.1% 0.0%
４ 地域中小企業支援センター 60 1.7% 5.0% 16.7% 16.7% 13.3% 11.7% 15.0% 0.0% 1.7% 10.0% 1.7% 0.0%
５ 組合・都道府県中小企業団体中央会 25 4.0% 0.0% 4.0% 24.0% 0.0% 20.0% 16.0% 4.0% 4.0% 12.0% 4.0% 4.0%
６ 政府系金融機関 271 8.1% 2.6% 5.2% 7.8% 0.0% 1.5% 61.1% 0.7% 0.4% 3.7% 7.0% 0.4%
７ 民間金融機関 125 8.0% 0.8% 4.8% 4.8% 0.0% 0.8% 68.0% 3.2% 0.8% 2.4% 4.8% 0.0%
８ 中小企業診断士 62 8.1% 3.2% 4.8% 4.8% 8.1% 9.7% 9.7% 1.6% 0.0% 27.4% 17.7% 1.6%
９ 税理士・公認会計士・弁理士・技術士 146 3.4% 4.1% 6.8% 6.2% 1.4% 0.7% 14.4% 0.7% 3.4% 6.8% 41.8% 2.1%
10 都道府県の窓口 154 11.7% 5.2% 20.8% 22.7% 1.9% 6.5% 7.8% 1.3% 1.3% 10.4% 3.2% 0.0%
11 市町村の窓口 6 0.0% 0.0% 16.7% 33.3% 0.0% 16.7% 16.7% 0.0% 0.0% 16.7% 0.0% 0.0%
12 公設試験研究機関・国立試験研究機関 29 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 72.4% 3.4% 0.0% 3.4% 0.0% 10.3% 0.0% 0.0%
13 大学 22 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 81.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
14 経営革新計画承認企業 12 0.0% 0.0% 0.0% 16.7% 16.7% 16.7% 33.3% 0.0% 0.0% 8.3% 0.0% 0.0%
15 その他 49 2.1% 4.2% 0.0% 8.3% 10.4% 20.8% 4.2% 4.2% 10.4% 18.8% 4.2% 0.0%

図表Ⅱ－２－３１ アドバイス機関とアドバイス内容（申請前）

図表Ⅱ－２－３２ アドバイス機関とアドバイス内容（申請後）
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申請前
n数

（延べ数）
１ 充分効果
があった

２ やや効果
があった

３ あまり効
果はなかった

４ 全く効果
はなかった

５ どちらと
も言えない

１ 経営革新計画の説明 698 73.4% 20.6% 3.2% 1.1% 1.7%
２ 企画立案のアドバイス 340 77.4% 17.4% 3.5% 0.9% 0.9%
３ 計画書の書き方を指導 519 79.6% 17.3% 1.5% 0.6% 1.0%
４ 支援措置の説明 88 61.4% 29.5% 6.8% 1.1% 1.1%
５ 技術・製品開発の指導 31 54.8% 25.8% 19.4% 0.0% 0.0%
６ 販路の指導・斡旋 19 42.1% 31.6% 21.1% 5.3% 0.0%
７ 資金調達の方法 189 73.0% 20.1% 3.7% 1.6% 1.6%
８ 事業ﾊﾟｰﾄﾅｰの紹介 7 28.6% 0.0% 28.6% 14.3% 28.6%
９ 人材確保の方法 2 50.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0%
10 事業の実施体制を指導 13 53.8% 30.8% 15.4% 0.0% 0.0%
11 財務・会計の指導 38 50.0% 39.5% 7.9% 0.0% 2.6%
12 法律相談 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
13 特許関連の相談 9 77.8% 11.1% 0.0% 0.0% 11.1%
14 IT関係の相談・指導 1 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0%
15 その他 6 50.0% 16.7% 0.0% 16.7% 16.7%

申請後

n数
（延べ数）

１ 充分効果
があった

２ やや効果
があった

３ あまり効
果はなかった

４ 全く効果
はなかった

５ どちらと
も言えない

１ 経営革新計画の説明 85 76.5% 17.6% 2.4% 1.2% 2.4%
２ 企画立案のアドバイス 45 57.8% 33.3% 4.4% 2.2% 2.2%
３ 計画書の書き方を指導 95 72.6% 23.2% 3.2% 1.1% 0.0%
４ 支援措置の説明 145 47.6% 33.1% 14.5% 2.8% 2.1%
５ 技術・製品開発の指導 87 41.4% 37.9% 13.8% 6.9% 0.0%
６ 販路の指導・斡旋 94 30.9% 31.9% 24.5% 6.4% 6.4%
７ 資金調達の方法 351 66.4% 22.2% 6.3% 4.0% 1.1%
８ 事業ﾊﾟｰﾄﾅｰの紹介 30 20.0% 56.7% 16.7% 0.0% 6.7%
９ 人材確保の方法 18 33.3% 44.4% 16.7% 5.6% 0.0%
10 事業の実施体制を指導 108 47.2% 35.2% 13.0% 4.6% 0.0%
11 財務・会計の指導 111 55.9% 35.1% 4.5% 2.7% 1.8%
12 法律相談 8 75.0% 12.5% 0.0% 0.0% 12.5%
13 特許関連の相談 36 55.6% 36.1% 5.6% 0.0% 2.8%
14 IT関係の相談・指導 15 40.0% 26.7% 33.3% 0.0% 0.0%
15 その他 32 34.4% 34.4% 3.1% 12.5% 15.6%

２．７ アドバイス内容とその効果

申請前は、１１項目のアドバイス内容について、「充分効果があった」割合が５０％以上

であった。うち、「経営革新計画の説明」、「企画立案のアドバイス」、「計画書の書き方を指

導」、「資金調達の方法」の割合は７０％以上であった。その一方で、「事業パートナーの紹

介」は、「充分効果があった」の割合が３０％を下回っている。

申請後で見ると、「充分効果があった」割合が５０％以上のアドバイス項目は、申請前と

比較して減少している。

図表Ⅱ－２－３３ アドバイス内容とその効果：申請前

図表Ⅱ－２－３４ アドバイス内容とその効果：申請後
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申請前 申請後
合計 件数 割合 合計 件数 割合

１ 商工会・商工会議所 208 137 65.9% 109 45 41.3%

２ 中小企業・ベンチャー総合支援センター 58 36 62.1% 55 26 47.3%
３ 都道府県等中小企業支援センター 298 210 70.5% 170 66 38.8%
４ 地域中小企業支援センター 71 43 60.6% 64 25 39.1%
５ 組合・都道府県中小企業団体中央会 37 27 73.0% 26 14 53.8%

６ 政府系金融機関 431 344 79.8% 281 190 67.6%
７ 民間金融機関 179 109 60.9% 130 59 45.4%
８ 中小企業診断士 93 59 63.4% 66 32 48.5%

９ 税理士・公認会計士・弁理士・技術士 171 98 57.3% 157 89 56.7%
10 都道府県の窓口 362 282 77.9% 161 96 59.6%
11 市町村の窓口 21 14 66.7% 7 4 57.1%

12 公設試験研究機関・国立試験研究機関 16 10 62.5% 30 13 43.3%
13 大学 10 6 60.0% 22 11 50.0%
14 経営革新計画承認企業 35 21 60.0% 12 5 41.7%

15 その他 75 48 64.0% 51 23 45.1%

充分効果があった 充分効果があった

２．８ アドバイス機関とその効果（充分に効果があった割合）

申請前、申請後とも政府系金融機関が「充分効果があった」割合が最も高い。次いで、

都道府県の窓口も同様に申請前、申請後とも、２番目に高い割合を示している。総じて、

申請前に比べて申請後に「充分効果があった」割合は減少している。

図表Ⅱ－２－３５ 「充分効果があった」と回答した割合（機関別）

※申請前、申請後とも「充分効果があった」との回答割合について、上位３位までカラーリングした。
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3.0%

14.2%

13.7%

5.5%

3.7%

1.8%

5.4%

1.4%

12.3%

15.7%

8.9%

4.2%

4.8%

1.5%

3.2%

0.7%

1.9%

19.8%

14.7%

3.0%

3.8%

1.7%

4.9%

1.9%

9.8%

17.3%

10.2%

2.8%

4.3%

1.3%

2.3%

0.2%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0%

１．業界・市場の調査分析がうまくいったため

２．新規の販路開拓等がうまくいったため

３．既存の顧客への満足度が高まったため

４．組織・事業の実施体制の編成・管理がうまくいったため

５．よい人材の確保ができたため

６外部資源（コンサルタント等）をうまく活用できたため

７．技術開発が予定どおりにいったため(期間・資金・研究機関との連携
等)

８．特許、実用新案等、知的財産権の取得がうまくいったため

９．設備導入が予定どおりいったため

１０．資金調達が順調にできたため

１１．経営者が主体的に経営革新に取り組んだため

１２．支援策を活用し、効率が上がったため

１３．計画が承認され、世間の評判が高まったため

１４．計画の実施事業（「実施計画と実績（申請書別表２）」の項目）が無
理のない適切なものだったため

１５．状況の変化に合わせ、計画の内容を臨機応変に変更したため

１６．その他

全体 最大要因

２．９ 付加価値額の増減要因

（１）申請時と比較して付加価値額が伸びた要因

回答全体としては、「資金調達が順調にできたため」が最も多く、次いで「新規の販路開

拓がうまくいったため」、「既存の顧客への満足度が高まったため」が多い。ただし、最大

要因としては「新規の販路開拓がうまくいったため」が最も多い。 

図表Ⅱ－２－３６ 申請時と比較して付加価値額が伸びた要因（複数回答可）

n = 1678（うち最大要因を回答：469）
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16.2%

24.9%

9.3%

9.6%

8.2%

1.3%

8.0%

0.8%

2.7%

5.5%

1.2%

0.8%

0.1%

6.3%

5.0%

13.4%

36.6%

7.1%

6.7%

6.0%

1.1%

10.4%

0.4%

2.2%

6.0%

0.4%

0.0%

0.4%

4.9%

4.5%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0%

１．業界・市場の調査分析がうまくいかなかったため

２．新規の販路開拓等がうまくいかなかったため

３．既存の顧客への満足度を高めることができなかったため

４．組織・事業の実施体制の編成・管理がうまくいかなかった
ため

５．よい人材の確保ができなかったため

６．外部資源（コンサルタント等）をうまく活用できなかったため

７．技術開発が予定どおりにいかなかったため(期間・資金・研
究機関との連携等)

８．特許、実用新案等、知的財産権の取得がうまくできなかっ
たため

９．設備導入がうまくいかなかったため

１０．資金調達が順調にいかなかったため

１１．経営者が主体的に経営革新に取り組まなかったため

１２．計画に実施事業（「実施計画と実績（申請書別表２）」の
項目）が多すぎたため

１３．計画に重要な事業（「実施計画と実績（申請書別表２）」
の項目）が抜けていたため

１４．状況の変化に合わせ、計画の内容の見直しをしなかった
ため

１５．その他
全体 最大要因

37.4%

26.3%

22.4%

13.9%

43.1%

24.2%

16.6%

16.1%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

１．需要・受注量の減少のため

２．販売単価減･発注元のコスト削減要求の激化のため

３．競争激化（新規参入等）のため

４．その他

全体 最大要因

（２）申請時と比較して付加価値額が伸びなかった要因

内的要因では、回答全体及び最大要因共に、「新規の販路開拓がうまくいかなかったため」

が最も多かった。また、外的要因では、「需要・受注量の減少のため」と回答する企業が最

も多い。 

図表Ⅱ－２－３７ 付加価値額が伸びなかった内的要因（複数回答可）

n =899（うち最大要因回答：268）

図表Ⅱ－２－３８ 付加価値額が伸びなかった外的要因（複数回答可）

n =540（うち最大要因回答：211）
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3.7%

21.5%

36.0%

36.9%

2.0%

7.2%

21.7%

38.3%

31.0%

1.7%

5.1%

21.6%

37%

34.6%

1.9%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0% 45.0%

1.社内の意識付けが可能となった

2.役割分担や責任などが明確になった

3.中・長期計画の立案が可能となった

4.計画実効性が増した

5.その他 目標達成企業 目標未達成企業 合計

3.8%

26.3%

31.8%

36.1%

1.9%

4.1%

26.7%

36.3%

28.4%

4.5%

3.9%

26.5%

33.7%

33.0%

3.0%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0%

1.計画を立てる方法が分かった

2.客観的評価が可能になった

3.自社の新製品を開発することができた

4.対外的信用が増し、新たな取引先が確保できた

5.その他

目標達成企業 目標未達成企業 合計

２．１０ 経営革新計画承認のメリット

（１）経営全般

目標達成企業では「計画実行性が増した」が最も多く３６．９％、次いで「中・長期の

計画立案が可能になった」が３６．０％である。一方で、目標未達成企業では「中・長期

の計画立案が可能になった」が最も多く３８．３％、次いで「計画実行性が増した」が３

１．０％である。

図表Ⅱ－２－３９ 経営革新計画承認のメリット（経営全般）

目標達成企業 n=461、目標未達成企業 n=290 
 

（２）技術力・開発力の向上

目標達成企業では「対外的信用が増し、新たな取引先が確保できた」が最も多く３６．

１％、次いで「自社の新製品を開発することができた」が３１．８％である。一方で、目

標未達成企業では「自社の新製品を開発することができた」が最も多く３６．３％、次い

で「対外的信用が増し、新たな取引先が確保できた」が２８．４％である。

図表Ⅱ－２－４０ 経営革新計画承認のメリット（技術力・開発力向上）

目標達成企業 n=418、目標未達成企業 n=292 
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21.7%

15.7%

20.2%

11.1%

29.4%

1.9%

21.7%

15.7%

18.8%

11.3%

29.6%

2.9%

21.7%

15.7%

20%

11.2%

29.5%

2.3%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0%

1.政府系金融機関による低利・長期融資が受けられた

2.政府系金融機関からの融資が受けやすくなった

3.民間金融機関からの融資が受けやすくなった

4.借入枠や保証枠が広がった

5.金融機関への信用力が向上した

6.その他

目標達成企業 目標未達成企業 合計

16.7%

17.2%

3.2%

9.2%

32.6%

16.5%

27.1%

12.8%

1.8%

0.1%

15.4%

2.7%

7.7%

28.4%

26.9%

8.3%

30.1%

27.0%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0%

1.知名度・信用力が向上した

2.宣伝、営業が行いやすくなった

3.問い合わせが多くなった

4.新規取引先が増えた

5.大手企業との取引が可能となった

6.その他

目標達成企業 目標未達成企業 合計

（３）知名度・信用度・顧客満足度

目標達成企業では「宣伝、営業が行いやすくなった」が最も多く２８．４％、次いで「新

規取引先が増えた」が２６．９％である。一方で、目標未達成企業でも同様であり、「宣伝、

営業が行いやすくなった」が最も多く３２．６％、次いで「新規取引先が増えた」が２７．

１％である。

図表Ⅱ－２－４１ 経営革新計画承認のメリット（知名度・信用度・顧客満足度の向上）

目標達成企業 n=402、目標未達成企業 n=273 
 

（４）資金調達

目標達成企業では「金融機関への信用力が向上した」が最も多く２９．４％、次いで「政

府系金融機関による低利・長期融資が受けられた」が２１．７％である。一方で、目標未

達成企業でも同様であり、「金融機関への信用力が向上した」が最も多く２９．６％、次い

で「政府系金融機関による低利・長期融資が受けられた」が２１．７％である。

図表Ⅱ－２－４２ 経営革新計画承認のメリット（資金調達）

目標達成企業 n=585、目標未達成企業 n=384 
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11 .2%

8 .1%

8 .6%

72 .7%

27 .8%

30 .8%

32 .8%

9 .2%

30 .3%

31 .4%

8 .1%

32 .5%

30 .8%

27 .2%

10 .0%

28 .4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

経営全般(n=338)

技術力・開発力の向上(n=357)

知名度・信用度・顧客満足度(n=360)

資金調達(n=381)

１番目に
役に立った

２番目に役に立った ３番目に
役に立った

４番目に
役に立った

18.0%

9 .9%

67 .5%

20.9%

33 .2%

32 .7%

13 .5%

27 .9%

29 .1%

10 .2%

29 .5%

29 .0%

33 .9%

8 .8%

4 .3%

31 .6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

経営全般(n=244)

技術力・開発力の向上(n=262)

知名度・信用度・顧客満足度(n=254)

資金調達(n=274)

１番目に
役に立った

２番目に役に立った ３番目に
役に立った

４番目に
役に立った

（５）経営革新の承認を受けて「役に立った」と思う順番

「（１）資金調達」、「（２）技術力・開発力の向上」、「（３）知名度・信用度・顧客満足度」、

「（４）経営全般」の４項目について、役に立ったと思う順番を伺ったところ、目標達成企

業、目標未達成企業とも傾向は同じで、「１番目に役に立った」と回答した割合が最も高い

のは資金調達であり、次いで経営全般である。

図表Ⅱ－２－４３ 経営革新の承認を受けて「役に立った」と思う順番

（上段：目標達成企業、下段：目標未達成企業）



66

少し効果があっ
た
20.8%

ほぼ予定の効
果がえられた
37.5%

効果が充分あ
がった
24.8%

ほとんど効果が
なかった
16.9%

ほぼ計画通り
実行できた
38.3%

実行したが不
充分だった
16.6%

ほとんど実行で
きなかった
13.2%

計画通り実行
できた
31.9%

２．１１ 実施計画における実施項目の実施状況、効果

経営革新計画を実施するに当たり、承認企業が計画した実施項目のうち、「計画通り実行

できた」ものは全体の３１．９％、「ほぼ計画通り実行できた」は３８．３％であり、「計

画通り実行できた」と「ほぼ計画通り実行できた」とを合わせた計画実行率は合計７０．

２％である。

また、実施項目の効果については「効果が充分あがった」とするものが２４．８％、「ほ

ぼ予定通り効果が得られた」とするものが３７．５％となっており、合計で６２．３％の

項目で「効果あり」と評価している。

図表Ⅱ－２－４４ 実施項目の実施状況（n=7836）

図表Ⅱ－２－４５ 実施項目の効果（n=7666）
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4.3%

7.6%

5.2%

3.1%

1.9%

3.2%

5.8%

4.3%

3.6%

3.4%

2.2%

3.8%

4.1%

1.6%

1.3%

4.7%

1.7%

4.5%

0.6%

0.8%

0.2%

2.8%

1.3%

1.0%

0.2%

2.0%

0.9%

2.2%

3.1%

3.2%

4.5%

3.8%

2.6%

0.5%

2.7%

1.3%

0.2%

3.9%

8.5%

5.3%

3.4%

1.3%

3.3%

5.5%

3.5%

3.0%

3.3%

2.1%

3.6%

3.8%

1.6%

1.2%

4.5%

2.1%

4.5%

0.3%

1.4%

0.5%

3.1%

0.8%

0.6%

0.4%

1.4%

1.0%

3.5%

3.1%

4.2%

3.6%

3.6%

2.8%

0.4%

2.8%

1.4%

0.4%

4.1%

8.0%

5.3%

3.5%

1.9%

3.4%

5.8%

4.3%

3.3%

3.4%

2.2%

3.9%

3.5%

1.9%

1.2%

4.9%

2.1%

4.4%

0.5%

1.1%

0.4%

2.8%

1.0%

0.8%

0.3%

1.8%

0.9%

2.6%

2.8%

3.5%

3.8%

3.5%

2.6%

0.4%

2.5%

1.2%

0.2%

0.0% 1.0% 2.0% 3.0% 4.0% 5.0% 6.0% 7.0% 8.0% 9.0%

業界・市場の調査分析の充実

新規の販路開拓

新商品・新サービスの企画立案

広告・宣伝力の向上

特許、実用新案等、知的財産権の取得

新事業の計画やビジネスプラン作成

営業人材の確保

技術開発人材の確保

生産技術（組み付けや加工も含む）人材の確保

従業員の動機づけ

従業員の高齢化への対応

後継者の育成

組織・事業の実施体制の適切な編成・管理

経営者自らによる主体的な事業の推進

外部資源（コンサルタント等）の適切な活用

必要な運転資金・設備資金の確保

金融機関との信用状況の改善・向上

借入依存度の低下

直接金融実施に関するノウハウ・知見の充足

代金回収の効率化（掛売り代金等）

過剰設備の改善

設備投資の推進（設備の老朽化、性能不足等の解決）

海外進出（新規進出）

海外事業の更なる展開（既存の海外事業の効率的・効果的な展開）

模倣品の横行による知的財産権の侵害への対応

産学連携

大企業との連携（産産連携）

需要・受注量の減少への対応

販売単価減・発注元のコスト削減要求の激化への対応

市場・消費者ニーズの多様化への対応

品質の高度化、高性能化への対応

スピードへの対応（開発や生産、流通等）

競争激化（新規参入等）への対応

技術やノウハウの海外流出の防止

多品種少量生産に伴うコスト増への対応

多頻度配送の増加への対応

その他

達成

未達成

合計

２．１２ 経営革新計画終了企業に見る今後の重点課題

計画終了後に企業が抱える重点課題は、目標達成企業、目標未達成企業ともに「新規の

販路開拓」が最も多く、次いで「営業人材の確保」、「新商品・新サービスの企画立案」で

ある。 
図表Ⅱ－２－４６ 解決・対応すべき重点課題（複数回答）

目標達成企業 n=3221、目標未達成企業 n=2508 
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０％～１０％,

51.9%

１１％～２

０％, 21.7%

２１％～４
０％, 11.2%

４１％～７

０％, 7.8%

７１％～１０
０％, 1.2%

１００％以上,

6.2%

０％～１０％,
49.0%

１１％～２

０％, 21.6%

２１％～４
０％, 13.9%

４１％～７

０％, 8.2%

７１％～１０

０％, 0.6%

１００％以上,

6.8%

０％～１０％,

22.6%

１１％～２

０％, 28.1%２１％～４

０％, 19.8%

４１％～７

０％, 14.2%

７１％～１０

０％, 1.0%

１００％以上,

14.3%

伸び率 回答数 割合 累積 割合 回答数 割合 累積 割合 回答数 割合 累積 割合

０％～１０％ 215 22.6% 215 22.6% 402 49.0% 402 49.0% 311 51.9% 311 51.9%
１１％～２０％ 268 28.1% 483 50.7% 177 21.6% 579 70.5% 130 21.7% 441 73.6%
２１％～４０％ 189 19.8% 672 70.5% 114 13.9% 693 84.4% 67 11.2% 508 84.8%
４１％～７０％ 135 14.2% 807 84.7% 67 8.2% 760 92.6% 47 7.8% 555 92.7%
７１％～１００％ 10 1.0% 817 85.7% 5 0.6% 765 93.2% 7 1.2% 562 93.8%
１００％以上 136 14.3% 953 100.0% 56 6.8% 821 100.0% 37 6.2% 599 100.0%

953 100.0% 821 100.0% 599 100.0%

売上高 従業員数 正社員数

２．１３ 経営指標の目標伸び率（３年後）

経営革新計画に取り組んだ企業は、３年後の経営指標をどれくらい伸ばしたいと目標を持

っているのか、その分布を以下にまとめる。売り上げについて見てみると、１１％～２０％

の伸び率を回答した企業が一番多く、２１％以上の伸び率を回答した企業は、４９．４％

に上る。 

図表Ⅱ－２－４７ 経営指標の目標伸び率（３年後）

図表Ⅱ－２－４８ 売上高目標伸び率

（n=953）
図表Ⅱ－２－４９ 従業員数目標伸び率 

（n=821）

図表Ⅱ－２－５０ 正社員数目標伸び率 
（n=599）
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２．１４ 経営革新支援制度に対する満足度と要望点

（１）満足度

「満足」と「やや満足」の回答割合合計が最も高いのは「金融機関からの支援」が５９．

９％、次いで「相談・アドバイス」が５１．８％である。

一方で、「やや不満」と「不満」の回答割合合計が最も高いのは「助成金・補助金制度」

が３２．６％、次いで「経営革新計画に係る申請手続き」が２４．９％である。

図表Ⅱ－２－５１ 経営革新支援施策の満足度

図表Ⅱ－１０２ 経営革新支援施策の満足度【目標未達達成企業】

（２）「不満」及び「やや不満」と回答した場合における改善点・要望点

１）経営革新の認知度について

「世間一般に対する経営革新支援制度に対する認知度」が最も多く、１２４件である。

次いで「民間金融機関への認知度向上」が１００件である。

20.7%

28.5%

19.5%

34.4%

14.9%

15.7%

28.5%

23.3%

24.2%

25.5%

15.1%

15.1%

32.9%

31.5%

31.4%

21.2%

37.4%

49.6%

13.7%

12.1%

19.6%

13.6%

14.6%

19.0%

11.6%

5.0%

4.2%

4.7%

5.3%

7.4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

a.経営革新支援施策の認知度について
n=1024

b.相談・アドバイスについて n=979

c.経営革新計画に係る申請手続きなどについて
n=975

d．金融機関からの支援（融資制度）について
n=992

e.助成金・補助金制度について n=933

f.資金調達以外の支援について n=934

満足 やや満足 どちらとも言えない やや不満 不満
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10

0 10 20 30 40 50 60 70 80

１．窓口が多すぎるため、まず始めどこにいっ
たらよいか判らない点の改善

２．相談内容によって担当窓口が異なる点の
改善

３．１回あたり窓口相談の時間延長

４．窓口相談員によるアドバイス内容のレベル
向上

５．派遣専門家に係る派遣費用負担の軽減

６．派遣専門家によるアドバイス内容のレベル
向上

７．フォローアップ調査結果に基づく適切なアド
バイス実施

８．事業の実施に合わせて利用可能な支援策
のタイムリーな情報提供

９．経営革新支援制度以外の支援策の適切
な情報提供

１０．積極的な提案型アドバイスの実施・充実

１１．その他

件数

124

100

60

63

79

53

10

0 20 40 60 80 100 120 140

1.世間一般に対する経営革新支援制度に対する

認知度

2.民間金融機関への認知度向上

3.政府系金融機関への認知度向上

4.業界団体や経済団体、地域内の各種団体に対
する認知度向上

5.公的支援機関への認知度向上

6.民間の専門家（公認会計士、弁理士、税理士、

中小企業診断士、技術士など）への認知度向上

7.その他

件数

図表Ⅱ－２－５２ 「不満」及び「やや不満」と回答した場合における改善点・要望点

（経営革新の認知度）

２）相談・アドバイスについて

「経営革新支援制度以外の支援策の適切な情報提供」が最も多く、７３件である。次い

で、「積極的な提案型アドバイスの実施・充実」が６６件、「事業の実施に合わせて利用可

能な支援策のタイムリーな情報提供」が６４件となっている。

図表Ⅱ－２－５３ 「不満」及び「やや不満」と回答した場合における改善点・要望点

（相談・アドバイス）
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0 50 100 150 200 250

１．経営革新計画の申請書類の簡略化

２．会社内使用の書類による申請書類の様式の
代替

３．付加価値額又は一人当たり付加価値額の目
標伸び率の設定の緩和

４．経常利益の目標伸び率の設定の緩和

５．計画承認後の各種支援策への申請の簡略
化（二重申請の負担軽減）

６．都道府県担当の対応の迅速化

７．パソコンによる電子申請の実施

８．本社所在地と事業実施都道府県が異なる場
合における事業実施の道府県での申請

９．フォローアップ調査における負担軽減（調査
票の簡略化等）

１０．経営革新計画終了企業調査における負担
軽減（調査票の簡略化等）

１１．フォローアップ調査や経営革新計画終了企
業調査における企業訪問形式の調査の実施

１２．フォローアップ調査や経営革新計画終了企
業調査のパソコンによるインターネットでの回答

１３．経営革新計画の柔軟な変更・修正

１４．その他

件数

３）経営革新計画に係る申請手続き等について

「経営革新計画の申請書類の簡略化」が最も多く、２１０件である。次いで、「経営革新

計画の柔軟な変更・修正」が９０件、「計画承認後の各種支援策への申請の簡略化（二重申

請の負担軽減）」が８８件となっている。

図表Ⅱ－２－５４ 「不満」及び「やや不満」と回答した場合における改善点・要望点

（経営革新計画に係る申請手続き等について）
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0 20 40 60 80 100 120 140

1．融資制度についての積極的なアドバイス

2．融資額の増加

3．担保条件の緩和

4．無担保融資の額の増加

5．融資の審査機関の短縮

6．融資の審査における事業内容やビジネスプラン
の重視

7．支援を受けた後の報告の簡易化

8．融資制度についての積極的なアドバイス

9．融資額の増加

10．担保条件の緩和

11．無担保融資の額の増加

12．融資の審査機関の短縮

13．融資の審査における事業内容やビジネスプラ
ンの重視

14．支援を受けた後の報告の簡易化

15．保証協会の保証取得制度の緩和、保証枠の
拡大

16．都道府県や国からの直接融資の実施

17．開発設備資金の借入の円滑化

18．その他

件数

４）金融機関からの支援（融資制度）について

政府系金融機関においては、「無担保融資の額の増加」が最も多く１１６件、次いで「担

保条件の緩和」が１０６件である。

民間金融機関においても、政府系金融機関と同様に「無担保融資の額の増加」が最も多

く９７件、次いで「担保条件の緩和」が８８件である。

その他では、「保証協会の保証取得制度の緩和、保証枠の拡大」が１０１件、都道府県や

国からの直接融資の実施が９８件となっている。

図表Ⅱ－２－５５ 「不満」及び「やや不満」と回答した場合における改善点・要望点

（金融機関からの支援について）

政
府
系
金
融
機
関

民
間
金
融
機
関

そ
の
他
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0 20 40 60 80 100 120 140 160

１．審査機関の短縮

２．審査プロセスの簡略化

３．審査基準の明確化

４．審査基準の緩和

５．審査時における面談やプレゼンテーションの実施

６．審査時における事業内容やビジネスプランの重視

７．支援を受けた後の報告の簡易化

８．補助金負担割合の増加

９．助成金･補助金の対象の拡大

１０．都道府県単独の助成金・補助金の増加

１１．適宜必要に応じた支払い（年度末処理ではなく）

１２．事業スケジュールに合わせた柔軟な申請時期の
選択

１３．計画期間にあわせた長期的な助成金・補助金制
度

１４．簡易でわかりやすい手続きや運用システム

１５．その他

件数

５）助成金・補助金制度について

「簡易でわかりやすい手続きや運用システム」が最も多く１３７件、次いで「助成金・

補助金の対象の拡大」が１２８件となっている。

図表Ⅱ－２－５６ 「不満」及び「やや不満」と回答した場合における改善点・要望点

（助成金・補助金制度について） 
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0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

１．販売代理や販売代行の追加・充実

２．マーケティング手法実施の具体的指導と支援の追
加・充実

３．新製品・新サービス開発企画に対する具体的指導
と支援の追加・充実

４．技術支援・製品開発に対する具体的指導と支援の
追加・充実

５．サービス業向けの支援策の追加･充実

６．支援策投入の是非を含めた総合的な企業診断、経
営コンサルティングの充実

７．経営革新計画の承認企業同士の交流会・イベント
の開催

８．自社の取り組みをアピールする機会の設定

９．経営革新計画承認企業の世間に対する広いアピー
ル

１０．行政側作成による事例集やパンフレットによる広
報の更なる充実

１１．優良事例表彰や優良モデルの企業指定の実施

１２．経営革新計画承認のアピールに資する証明書・
マーク等の発行

１３．企業訪問の更なる積極的な実施

１４．事業の共同実施者や外部経営資源とのマッチン
グ支援の追加･充実

１５．経営革新計画承認企業のみに出展を限定した展
示会やビジネスマッチングイベントの開催

１６．公的支援機関の敷居の低下、身近に活用できる
よう更なる開放促進

１７．支援策全般における利用方法や手続きの簡素化

１８．経営革新計画の実施期間に合った継続性のある
支援の充実

１９．都道府県ごとに異なる各種支援策の統一

２０．その他

件数

６）資金調達以外の支援について

「経営革新承認企業の世間に対する広いアピール」が最も多く８７件である。次いで、

「経営革新計画承認のアピールに資する証明書・マーク等の発行」が８２件、「経営革新計

画の実施期間に合った継続性のある支援の充実」が８０件である。

図表Ⅱ－２－５７ 「不満」及び「やや不満」と回答した場合における改善点・要望点

（資金調達以外の支援について）
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1000万円未満
17.8%

1000万円以上
3000万円未満
49.8%

1億円以上
4.7%5000万円以上

1億円未満
11.3%

3000万円以上
5000万円未満
16.3%

５０～９９名
14.1%

１００名～
10.7%

３名以下
7.7%

４～９名
18.9%

３０～４９名
14.8%

２０～２９名
12.9%

１０～１９名
20.8%

３．経営革新計画フォローアップ調査の結果

■ 対象：平成１７年１０月～平成１８年９月の期間において経営革新計画承認から１

年以上２年未満の企業

■ 対象企業数：４，６７４ （旧法適用：３，６０７、新法適用：１，０６７）

■ 回答票数：２，４９５ （旧法適用：１，８２８、新法適用：６６７）

■ 回収率：５３．４％ （旧法適用：５０．７％、新法適用：６２．５％）

（１）資本金規模別分布

計画承認後１年以上２年未満の企業を資本金別に見てみると、資本金１０００万円以上

３０００万円未満が最も多く、４９．８％である。次いで１０００万円未満が１７．８％

である。

図表Ⅱ－３－１ 承認後１年～２年未満企業における資本金別分布（n=2341）

（２）従業員規模別分布

計画承認後１年以上２年未満の企業において、従業員１０名以上２０名未満の企業が最

も多く、２０．８％である。次いで４名以上１０名未満が１８．９％である。

図表Ⅱ－３－２ 承認後１～２年未満の企業における従業員数規模別分布（n=2057）
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大分類 中分類 件数 % 大分類 中分類 件数 %

A 農業 8 0.3% J 卸売・小売業 368 14.7%
01 農業 8 0.3% 49 各種商品卸売業 7 0.3%

B 林業 4 0.2% 50 繊維・衣服等卸売業 14 0.6%
02 林業 4 0.2% 51 飲食料品卸売業 48 1.9%

C 漁業 1 0.0% 52 建築材料， 鉱物・金属材料等卸売業 44 1.8%
03 漁業 1 0.0% 53 機械器具卸売業 37 1.5%
04 水産養殖業 0 0.0% 54 その他の卸売業 44 1.8%

D 鉱業 2 0.1% 55 各種商品小売業 8 0.3%
05 鉱業 2 0.1% 56 織物・衣服・身の回り品小売業 17 0.7%

E 建設業 243 9.7% 57 飲食料品小売業 41 1.6%
06 総合工事業 139 5.6% 58 自動車・自転車小売業 26 1.0%
07 職別工事業(設備工事業を除く) 50 2.0% 59 家具・じゅう器・機械器具小売業 18 0.7%
08 設備工事業 54 4.2% 60 その他の小売業 64 2.6%

F 製造業 936 37.5% K 金融・保険業 22 0.9%
09 食料品製造業 106 4.2% 61 銀行業 8 0.3%
10 飲料・たばこ・飼料製造業 22 0.9% 62 協同組織金融業 5 0.2%
11 繊維工業（衣服，その他の繊維製品を除く） 27 1.1% 63 郵便貯金取扱機関，政府関係金融機関 0 0.0%
12 衣服・その他の繊維製品製造業 1 0.0% 64 貸金業，投資業等非預金信用機関 3 0.1%
13 木材・木製品製造業（家具を除く） 29 1.2% 65 証券業，商品先物取引業 3 0.1%
14 家具・装備品製造業 21 0.8% 66 補助的金融業， 金融附帯業 0 0.0%
15 パルプ・紙・紙加工品製造業 25 1.0% 67 保険業（保険媒介代理業，保険サービス業を含む） 3 0.1%
16 印刷・同関連業 67 2.7% L 不動産業 33 1.3%
17 化学工業 35 1.4% 68 不動産取引業 16 0.6%
18 石油製品・石炭製品製造業 0 0.0% 69 不動産賃貸業・管理業 17 0.7%
19 プラスチック製品製造業 57 2.3% M 飲食店・宿泊業 134 5.4%
20 ゴム製品製造業 11 0.4% 70 一般飲食店 83 3.3%
21 なめし革・同製品・毛皮製造業 7 0.3% 71 遊興飲食店 6 0.2%
22 窯業・土石製品製造業 27 1.1% 72 宿泊業 45 1.8%
23 鉄鋼業 31 1.2% N 医療、福祉 31 1.2%
24 非鉄金属製造業 10 0.4% 73 医療業 9 0.4%
25 金属製品製造業 109 4.4% 74 保健衛生 1 0.0%
26 一般機械器具製造業 164 6.6% 75 社会保険・社会福祉・介護事業 21 0.8%
27 電気機械器具製造業 49 2.0% O 教育、学習支援 21 0.8%
28 情報通信機械器具製造業 7 0.3% 76 学校教育 2 0.1%
29 電子部品・デバイス製造業 23 0.9% 77 その他の教育，学習支援業 19 0.8%
30 輸送用機械器具製造業 49 2.0% P 複合サービス業 7 0.3%
31 精密機械器具製造業 27 1.1% 78 郵便局(別掲を除く） 0 0.0%
32 その他の製造業 32 1.3% 79 協同組合 7 0.3%

G 電気・ガス・熱供給・水道業 3 0.1% Q サービス業（他に分類されないもの） 292 11.7%
33 電気業 1 0.0% 80 専門サービス業（他に分類されないもの） 95 3.8%
34 ガス業 1 0.0% 81 学術・開発研究機関 1 0.0%
35 熱供給業 1 0.0% 82 洗濯・理容・美容・浴場業 26 1.0%
36 水道業 0 0.0% 83 その他の生活関連サービス業 15 0.6%

H 情報通信業 102 4.1% 84 娯楽業 7 0.3%
37 通信業 0 0.0% 85 廃棄物処理業 57 2.3%
38 放送業 1 0.0% 86 自動車整備業 25 1.0%
39 情報サービス業 86 3.4% 87 機械等修理業（別掲を除く） 5 0.2%
40 インターネット附随サービス業 5 0.2% 88 物品賃貸業 11 0.4%
41 映像・音声・文字情報制作業 10 0.4% 89 広告業 9 0.4%

I 運輸業 77 3.1% 90 その他の事業サービス業 30 1.2%
42 鉄道業 0 0.0% 91 政治・経済・文化団体 2 0.1%
43 道路旅客運送業 5 0.2% 92 宗教 2 0.1%
44 道路貨物運送業 54 2.2% 93 その他のサービス業 7 0.3%
45 水運業 6 0.2% R その他 13 0.5%
46 航空運輸業 0 0.0% 不明 198 7.9%
47 倉庫業 4 0.2% 合計 2495 100.0%
48 運輸に附帯するサービス業 8 0.3%

業種一覧 全体 業種一覧 全体

（３）業種別分布

中分類の産業分類で見ると最も多い業種は、「一般機械器具製造業」で６．６％を占める。

次いで「金属製品製造業」が４．４％である。大分類で見れば、製造業が３７．５％であ

り、次いで卸売・小売業が１４．７％である。

図表Ⅱ－３－３ 承認後１～２年未満の企業における業種別分布
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計画通り推移している企業 590 28.8% 685 34.0% 1238 60.6% 209 34.0% 648 31.7%
計画通り推移していない企業 1459 71.2% 1327 66.0% 806 39.4% 405 66.0% 1399 68.3%

ｎ 2049 100.0% 2012 100.0% 2044 100.0% 614 100.0% 2047 100.0%

営業利益
（１年後）

付加価値額
（１年後）

一人当たり付加
価値額（１年後）

従業員数
（１年後）

経常利益達
（１年後）

計画通り
推移して
いる企業
28.8%

計画通り
推移して
いない企
業
71.2%

計画通り
推移して
いない企
業
66.0%

計画通り
推移して
いる企業
34.0%

計画通り
推移して
いない企
業
66.0%

計画通り
推移して
いる企業
34.0%

計画通り
推移して
いない企
業
39.4%

計画通り
推移して
いる企業
60.6%

３．１ 計画進捗状況と従業員・営業利益増減状況

（１）計画進捗状況

経営革新計画申請後、１年以上２年未満の企業のうち、１年後の「付加価値額」が計画

通り推移している企業は５９０社（２８．８％）、「一人当たりの付加価値額」が計画通り

推移している企業は６８５社（３４．０％）である。また、従業員数が計画通り推移して

いる企業は１２３８社（６０．６％）、経常利益が計画通り推移している企業は２０９社（３

４．０％）、営業利益が計画通り推移している企業は６４８社（３１．７％）である。

図表Ⅱ－３－４ 計画進捗状況

注：経常利益は新法（中小企業新事業活動促進法）になり目標値として追加された。そのため、経常利益計画

達成度の n は新法適用企業のみである。

図表Ⅱ－３－５ 付加価値額計画

進捗状況（１年後）（n=2049）
図表Ⅱ－３－６ 一人当たり付加価値額

計画進捗状況（１年後）（n=2012）

図表Ⅱ－３－７ 従業員数計画

進捗状況（１年後）（n=2044）
図表Ⅱ－３－８ 経常利益計画

進捗状況（１年後）（n=614）
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増加企業 981 47.8% 1034 50.3%
維持企業 598 29.1% 2 0.1%
減少企業 474 23.1% 1019 49.6%

ｎ 2053 100.0% 2055 100.0%

従業員数 営業利益

増加企業
47.8%

維持企業
29.1%

減少企業
23.1%

減少企業
49.6%

増加企業
50.3%

維持企業
0.1%

計画通り
推移して
いない企
業
68.3%

計画通り
推移して
いる企業
31.7%

図表Ⅱ－３－９ 営業利益計画達成状況（１年後）（n=2047）

（２）従業員と営業利益の増減状況

申請１年後に申請時と比較して、従業員数と営業利益が増加した企業数は、それぞれ９

８１社（４７．８％）、１，０３４社（５０．３％）である。

図表Ⅱ－３－１０ 従業員と営業利益の増減状況

図表Ⅱ－３－１１ 従業員の増減状況

（n=2053）
図表Ⅱ－３－１２ 営業利益の増減状況

（n=2055）
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ほぼ計画通
り実行できた
35.8%

実行したが
不充分だった
16.4%

ほとんど実行
できなかった
17.1%

計画通り実
行できた
30.7%

少し効果が
あった
22.3%

ほぼ予定の
効果がえられ

た
37.2%

効果が充分
あがった
21.8%

ほとんど効果
がなかった
18.6%

３．２ 実施計画における実施項目の実施状況、効果

実施計画における実施項目で、「計画通り実行できた」ものは全体の３０．７％で、「ほ

ぼ計画通り実行できた」は全体の３５．８％である。両方を合わせれば、６６．５％の計

画実行率である。

一方、実施項目の効果を見ると、「効果が充分あがった」ものは全体の２１．８％、「ほ

ぼ予定の効果が得られた」が３７．２％である。合計で５９％の項目で効果ありと評価し

ている。

３．３ 各支援策の活用状況

（１）各支援策の活用実績

「希望通り活用した」と回答した企業と「当初希望していなかったが活用した」と回答

した企業を合計した割合（活用率）が最も高いのは「政府系金融機関からの低金利融資」

で５２．４％であった。次いで活用率が高いのは「保証の別枠」が３９．５％であった。

その一方で、「税制（欠損金繰戻還付）」、「雇用関係助成金（雇用創出等能力開発助成金）」

などは活用率が低くなっている（それぞれ４．０％、５．３％）

また、「経営革新支援対策費補助金」は、「希望していたが活用できなかった」とする企

業の割合が他の支援策に比べて高く（２８．０％）、希望通りの活用が困難であることが伺

える。

図表Ⅱ－３－１３ 実施項目の実施状況

（n=17803）
図表Ⅱ－３－１４ 実施項目の実施効果

（n= 16927）
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19 .3%

50 .1%

36 .8%

19 .2%

20 .9%

11 .3%

28 .0%

15 .7%

12 .3%

12 .9%

13 .3%

12 .1%

15 .8%

14 .8%

23 .2%

21 .0%

37 .3%

54 .5%

41 .2%

52 .4%

41 .1%

47 .3%

5 .0%

4 .6%

3 .7%

1 .4%

0 .7%

0 .8%

1 .1%

1 .3%

2 .5%

2 .7%

2 .3%

1 .9%

12 .5%

24 .7%

27 .1%

27 .6%

22 .7%

28 .2%

30 .4%

32 .5%

29 .3%

27 .2%

9 .2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

経営革新支援対策費補助金（n=1209）

政府系金融機関からの低利融資（n=2412）

保証の別枠（n=994）

税制（設備投資減税）（n=855）

税制（欠損金繰戻還付）（n=376）

税制（同族会社の留保課税の停止措置）（n=182）

雇用関係助成金（新規・成長分野雇用創出奨励金）（n=618）

雇用関係助成金（基盤人材確保助成金）（n=494）

雇用関係助成金（雇用創出等能力開発助成金）（n=431）

希望通り活用した 当初希望していなかったが活用した

希望していたが活用できなかった 希望していたが活用しなかった

そもそも知らなかった

単位：件
合計 希望通り

活用した
当初希望して
いなかったが
活用した

希望してい
たが活用で
きなかった

希望してい
たが活用
しなかった

そもそも
知らな
かった

経営革新支援対策費補助金 1209 233 23 338 334 281

政府系金融機関からの低利融資 2412 1208 56 378 547 223

保証の別枠 994 366 27 122 270 209

税制（設備投資減税） 855 164 21 110 241 319

税制（欠損金繰戻還付） 376 14 5 50 102 205

税制（同族会社の留保課税の停止
措置）

182 38 2 22 45 75

雇用関係助成金（新規・成長分野
雇用創出奨励金）

618 31 5 77 181 324

雇用関係助成金（基盤人材確保助
成金）

494 56 7 78 150 203

雇用関係助成金（雇用創出等能力
開発助成金）

431 20 3 64 140 204

図表Ⅱ－３－１５ 支援策の活用実績（グラフ）

注：同族会社の留保課税の停止措置は、新法（中小企業新事業活動法）対応の支援策であり、平成１７

年度から追加された。 

図表Ⅱ－３－１６ 支援策の活用実績（表） 
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8.1%

9.4%

29.1%

8.5%

31.6%

13.2%

7.2%

11.9%

27.3%

9.8%

30.4%

13.4%

7.7%

10.5%

28%

9.1%

31.1%

13.3%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0%

1.事業完了後に補助金が交付されるため

2.自己負担（資金）が必要なため

3.募集時期が実際の事業スケジュールと合わなかったため

4.実際に必要な経費と補助対象経費が合わなかったため

5.申請したが不採択となったため

6.その他

目標達成企業 目標未達成企業 合計

（２）活用できなかった理由

１）経営革新支援対策費補助金

「申請したが不採択となったため」が目標達成企業、目標未達成企業ともに最も割合

が高くなっており（３１．６％、３０．４％）、次いで「募集時期が実際の事業スケジュー

ルと合わなかったため」が高い（２９．１％、２７．３％）。また、「自己負担（資金）が

必要なため」と回答した企業は、目標達成企業で９．４％だったのに対し、目標未達成企

業では１１．９％と高くなっている。

図表Ⅱ－３－１７ 支援策を希望していたが活用できなかった理由

（経営革新支援対策費補助金） 目標達成企業 n=234、目標未達成企業 n=194 
 

２）政府系金融機関からの低金利融資

「担保不足」が目標達成企業、目標未達成企業ともに最も割合が高くなっており（３４．

３％、３２．５％）、次いで「第三者保証人の不在」が高かった（１１．２％、１６．６％）。

また、目標達成企業は目標未達成企業に比べて「担保不足」の割合が高い一方で、「第三

者保証人の不在」と回答した企業の割合は、目標未達成企業においてより高くなっている。
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34.3%

11.2%

7.5%

47.0%

16.6%

7.6%

43.3%

33.3%

14.1%

7.6%

45.0%

32.5%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0% 45.0% 50.0%

1.担保不足

2.第三者保証人の不在

3.事業計画に問題

4.その他

目標達成企業 目標未達成企業 合計

24.4%

9.8%

11.0%

54.9%

32.6%

18.0%

4.5%

44.9%

28.7%

14.0%

7.6%

49.7%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

1.担保不足

2.第三者保証人の不在

3.事業計画に問題

4.その他

目標達成企業 目標未達成企業 合計

図表Ⅱ－３－１８ 支援策を希望していたが活用できなかった理由

（政府系金融機関からの低利融資） 目標達成企業 n=134、目標未達成企業 n=157 
 

３）信用保証の別枠

「担保不足」が目標達成企業、目標未達成企業ともに最も割合が高くなっており（２４．

４％、３２．６％）、次いで目標達成企業では「事業計画に問題」が多く（１１．０％）、

目標未達成企業では「第三者保証人の不在」が高かった（１８．０％）。

また、目標達成企業は目標未達成企業に比べて「事業計画に問題」の割合が高い一方で、

「担保不足」、「第三者保証人の不在」と回答した企業の割合は、目標未達成企業において

より高くなっている。

図表Ⅱ－３－１９ 支援策を希望していたが活用できなかった理由

（信用保証の別枠） 目標達成企業 n=82、目標未達成企業 n=89 
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11.0%

45.1%

43.9%

10.0%

65.0%

25.0%

10.5%

54.9%

34.6%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%

1.生産額等の減少要件を満たせなかった

2.利益が出なかったため

3.その他

目標達成企業 目標未達成企業 合計

４）税制

｢利益が出なかったため」が目標達成企業、目標未達成企業ともに最も割合が高くなって

いる（４５．１％、６５．０％）。なお、「利益が出なかったため」の割合は目標未達成企

業の方が高くなっている。

図表Ⅱ－３－２０ 支援策を希望したが活用できなかった理由

（税制） 目標達成企業 n=82、目標未達成企業 n=80 
 

３．４ アドバイスを受けた機関と内容・効果

（１）アドバイスを受けた機関（申請前、申請後）

アドバイスを受けた機関としては、申請前、申請後とも税理士・公認会計士・弁理士が

最も多く、それぞれ１４．４％と１５．０％である。次いで、申請前は都道府県の窓口が

１３．２％、申請後は政府系金融機関が１４．０％である。

さらに、申請前と申請後で差が見られたのは、都道府県の窓口（申請前：１３．２％、

申請後：６．８％）、民間金融機関（申請前：８．８％、申請後：１１．９％）、商工会・

商工会議所（申請前：１２．５％、申請後：９．７％）である。
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19.6%

28.2%

3.6%

1 .8%

0 .9%

7.5%

0.3%

0.3%

0 .8%

2 .6%

0 .7%

3 .7%

5.2%

4 .7%

9 .7%

7 .9%

9 .4%

27.1%

2 .9%

1 .9%

11.4%

12.2%

3 .9%

33.9%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0%

１ 経営革新計画の説明

２ 企画立案のアドバイス

３ 計画書の書き方を指導

４ 支援措置の説明

５ 技術開発の指導

６ 販路の指導・斡旋

７ 資金調達の方法

８ 事業ﾊﾟｰﾄﾅｰの紹介

９ 人材確保の方法

10 事業の実施体制を指導

11 財務・会計の指導

12 その他

申請前計 申請後計

12.5%

12.1%

8 .5%

13 .2%

0 .6%

3 .3%

3.3%

1.1%

11.9%

4.9%

15.0%

6.8%

0.7%

14.4%

4.6%

8.8%

12 .3%

1.5%

5.2%

2.2%

4.6%

2.2%

2.1%

8 .9%

3.8%

9.7%

11.7%

14 .0%

0.0% 2.0% 4.0% 6.0% 8.0% 10.0% 12.0% 14.0% 16.0%

１ 商工会・商工会議所

２ 中小企業・ベンチャー総合支援センター

３ 都道府県等中小企業支援センター

４ 地域中小企業支援センター

５ 組合・都道府県中小企業団体中央会

６ 政府系金融機関

７ 民間金融機関

８ 中小企業診断士

９ 税理士・公認会計士・弁理士

10 民間コンサルタント

11 都道府県の窓口

12 公設試験研究機関

13 大学

14 その他

申請前計 申請後計

図表Ⅱ－３－２１ アドバイスを受けた機関（申請前および申請後）

（申請前：n=3984 申請後：n=2290） ※ここで、ｎは延べ数である

（２）アドバイス内容（申請前、申請後）

受けたアドバイスの内容としては、申請前は「経営革新計画の説明」が３３．９％と最

も多く、次いで「計画書の書き方を指導」が２８．２％、「企画立案のアドバイス」が１９．

６％である。

申請後は「資金調達の方法」が２７．１％で最も多く、次いで「財務・会計の指導」が

１２．２％、「事業実施体制を指導」が１１．４％である。

図表Ⅱ－３－２２ アドバイスを受けた内容（申請前および申請後）

（申請前：n=3990 申請後：n=2278） ※ここで、ｎは延べ数である
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63.4%

36.6%

計画通りできる

計画通りできない

69.5%

26.8%

2.8%

0.9%

48.1%

38.5%

8 .8%

4.5%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0%

１ 充分効果があった

２ まあまあ効果があった

３ あまり効果はなかった

４ 全く効果はなかった

申請前計 申請後計

（３）アドバイスの効果（申請前、申請後）

アドバイスを受けた効果について見ると、申請前、申請後とも「充分に効果があった」

が最も多い。また、申請前の方が申請後よりも、２１．４ポイント上回っている。 
申請前と申請後の回答割合を比較すると、「充分効果があった」は申請前の方が高いが、

「やや効果があった」以降の回答では、申請前と比べて申請後の方が高くなっている。

図表Ⅱ－３－２３ アドバイスを受けた効果（申請前および申請後）

（申請前：n=3913 申請後：n=2249） ※ここで、ｎは延べ数である

３．５ 計画達成の可能性

（１）実施項目の達成可能性

今後、実施項目を計画通り達成できるかどうか聞いたところ、６３．４％の企業が「計

画どおりできる」と回答し、３６．６％が「計画通りできない」と回答した。

図表Ⅱ－３―２４ 実施項目の達成可能性（n=2167）
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理由 件数
一部遅れがあるが十分回復できるため 112
計画通りに進行しているため 110
順調に推移しているため 96
販路開拓が順調なため 82
設備投資が順調なため 80
ほぼ計画通りに進捗しているため 77
実施項目を達成したため 58
技術開発、製品開発が予定通りに進んだため 54
受注が増加している為 48
業界が好調なため 32
売上が順調なため 31
人材確保が順調に進んでいるため 28
営業活動が順調であるため 27
新商品の売上が好調なため 26
社内意識が高いため 25
特に問題が発生していないため 21
計画以上に進んでいる 19
資金調達が順調なため 14
業界・市場の調査分析がうまくいったため 9

計画より遅れている 106
開発が遅れているため、中断しため 66
市場開拓が思うように進まない 61
資金調達が困難なため 60
売上確保が困難なため 47
人材不足のため 42
設備投資を見合わせているため 36
需要受注量が減少傾向にあるため 31
計画の見直し 29
技術等に問題があるため 27
事業計画の見直し、凍結 27
業界が不況のため 23
景況の変化 23
営業・宣伝が不充分なため 17
計画が中断しているため 14
本業が多忙のため 8
融資が受けられないため 7
売上が減少しているため 7
顧客の確保が進まないため 6

実施項目についての計画達成可能性の結果を踏まえて、そう判断する理由について聞い

たところ、次のような理由が挙げられた。

図表Ⅱ－３－２５ 実施項目が達成可能な理由

図表Ⅱ－３－２６ 実施項目を達成できない理由
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31.2%

53.6%

15.2%

計画通り伸びる

計画通りではないが
伸びる
伸びない

理由 件数
計画通り推移しているため 40
売上が順調に推移しているため 39
販路開拓が進んでいる為 23
受注が増加している為 22
新製品の販売が好調 17
設備投資により可能 15
営業活動の成果による 14
計画以上に伸びているため 10
既存事業が好調 9
生産性の向上 8
顧客件数の増加のため 4
営業利益増加のため 4
コスト削減が進んでいるため 2
良い人材を確保できたため 2
すでに計画を達成しているため 1
顧客の満足度向上のため 1

（２）付加価値額についての達成可能性

今後、付加価値額を計画通り達成できるか聞いたところ、３２．１％の企業から「計画

どおり伸びる」との回答がある。「計画通りではないが伸びる」と合わせれば、８４．８％

の企業が、付加価値が伸びると回答している。

図表Ⅱ－３－２７ 付加価値額の達成可能性（n=2151）

付加価値額の計画達成可能性の結果を踏まえて、そう判断する理由について聞いたとこ

ろ、次のような理由が挙げられた。

図表Ⅱ－３－２８ 付加価値額が計画どおり伸びると判断する理由
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理由 件数
計画より時間がかかるため、計画とは異なるが伸びる 48
原材料の高騰 45
販路開拓等 38
開発・技術 28
売上が増加している／今後も増加見込みがある 25
受注が増加しているため 19
新規事業が好調であるため 17
従業員数の変化 17
既存事業が好調なため 14
設備設置等が遅れているため 13
企業努力・営業力を強化すれば伸びる可能性が高いため 11
人件費・費用削減のため 10
生産効率 6
資金面 5
需要増が見込めるため 1

理由 件数
売上の減少・不足のため 30
原油の高騰のため、原料高騰 18
計画通りに行かないため 15
本業が伸び悩んでいるため 9
資金不足のため 8
公共事業が減少したため 6
営業力がない 3
人件費が抑えられたため 2
技術不足のため 1

図表Ⅱ－３－２９ 付加価値額が計画どおりではないが伸びると判断する理由

図表Ⅱ－３－３０ 付加価値額が伸びないと判断する理由

３．６ 克服すべき課題

計画を達成するに当たって克服すべき課題について、目標達成企業と未達成企業に分け

て整理する。

図表Ⅱ－３－３１ 克服すべき課題（目標達成企業）

課題 回答数 回答例

1 販売力
の強化

66 販売促進方ＩＴシステムを構築するに当たって、制作期間が長期化して
いる。その理由として、ソフト会社の再選定を行い、前提案より内容の
良いものにするため。期間・期日は計画により先になるが、目標は達す
ることができる。

マーケティングを甘く考えていた。良くいい物があれば売れると思って
いたが、その商品を知らしめるマーケティングの重要性を現在深く認識
している。今からは、人的及びネット利用のマーケティング、商品の PR
戦略を再構築しなければならない。

現状の提供先の事業遅れをカバーする顧客創出。公共市場において現状
より利益率を高める方法、手段の創出。

新規顧客獲得は達成、当初目標の民間企業アプローチがまだ不十分のた
め、特に食品会社へ変倍戦略をたて、更なる売上向上をめざす
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2 人材の
確保

70 仕事量が増えたのは良いが、人が足りない。そのため私自身が作業する
ので、次のステップに進めないでいる（現在心当たりを検討していま
す）。

大連工場においての人材が増大するにつれその育成リーダーの育成が
間に合わず新人教育の遅れから品質が要求する程度に上がらない。本社
での手直しが必要になる。

中小企業では新卒の優秀な人材の確保は困難である。また中途退職者の
採用も難しい状況にある。

受注が予想以上に伸びており、①大工の手が間に合わない、②契約、現
場管理、原価管理の人材不足

3 営業体
制の改
善

31 営業体制を刷新し、販売力を強化する。

営業が不足している

技術提案型受注会社として営業力を高め大型の受注先を確保する。

太陽光発電においては名古屋市内は日照の関係で困難なため公害に目
標を置き営業展開している。

4 事業拡
大

4 「新たな分野への新規営業堅く」として掲げている計画が、現在の自動
車産業、電気、半導体などの既存における分野での売上げが順調に推移
し、また会社における受注許容量などを考えた場合、営業の方向性とし
て他の分野へ目がいかないのではないかとの懸念がある

外断熱工法による販売について、神戸・阪神間の土地価格急騰による影
響が強く、土地購入が難しくなっています。事業用地仕入れについては、
県外地方都市での展開で事業拡大を図っています。福井県福井市、石川
県金沢市で外断熱マンションの分譲を開始しています。広域で事業展開
を行うことが、継続する中での課題となっています。

5 高付加
価値化

2 一人あたりの付加価値額を増大させる為、体系的な教育システムの確立

設備は達成。売上拡大、付加価値増加が課題

6 コスト
削減

29 外注費及び経費の削減が必要である。

集約化に伴う経費負担、新工場体制の立て直しによりコストダウンを図
り、当初の計画達成を目指したい。

材料の激しい値上がり

燃料高騰に見合う運賃値上げ

7 商品開
発

19 商品に独自性や技術がなければ、生き残りは困難。常に開発が必要

さらに高度な商品開発、高知県産品との連携等による差別化商品の開発

商品管理、商品開発

製品アイテムの完成度をもう少し高める必要がある。また、受注業務の
消化に手一杯であり、自社製品の開発に充当できる時間がとれない。外
注設計の活用、優秀な人材確保が課題である。

8 広告・宣
伝の強
化

20 ＰＲ活動を強め、顧客増を高める

ユーザーに対する宣伝が必要。それもカタログとかではなく、実践する
ことにより、現物を感じ取ってもらい、機械を使用するにあたりどれだ
けのメリットがあるかを感じてもらうことが必要

新製品は完成しているがＰＲに必要なツールの作成が遅れているため、
宣伝が効果的に行えていない

展示会・展覧会等の情報が欲しい

9 技術力
の向上

29 ノウハウの整理、料金体系の明確化

毎月一回勉強会を開き結果を追求し年間を通じて達成するよう具体的
に行動している。部外先生を招いて技術・意義の向上の教育を行ってい
る。 
売上を伸ばしていく為には、量の拡大が必要であり、社内体制を合理化、
効率化し、量をさばける体制作りが必要

今後も受注活動を進め、加工品の増量を目指す。併せて加工技術・人材
のスキルの向上を目指す。 

10 設備投
資

14 まだまだ受注量は増大見込みだが、設備が土地建物機械と共に不十分で
あるため、自社生産がおいつかず将来の進展に支障来す恐れがある。

引き続き設備投資により生産ラインの充実を図る。 
建物・設備の建設費・購入費について、自社の力不足のため協力会社を
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募る 
県内の熱処理設備の許容が需要を超え県外に流出している。設備増強に
より歯止めをきかせたい。

11 資金 25 出店に際し、資金調達力が問題となることが多い。 
予定以上の設備投資となり資金調達が課題となる

受注件数の増加により運転資金が予想以上に必要なため資金調達をし
なければならない

資金調達ができれば必ず克服できる。

12 その他 31

図表Ⅱ－３－３２ 計画達成のために克服すべき課題（目標達未達成企業）

課題 回答数 回答例

1 販売力の強化 198 新規顧客獲得、販路開拓が計画に比べやや遅れている。

新規事業の販路の拡張、既存事業の伸張

2 人材確保・育成 127 人材育成・雇用形態の多様化に臨機応変に対応する

人材不足。人を育てるのに時間がかかっています。

3 営業体制の改善 45 営業体制の立て直しが必要。

営業基盤の拡充
諸経費の削減

4 事業拡大 4 新たなサービスの提供

5 高付加価値化 5 利益率の向上

6 コスト削減 66 コスト削減と営業力の強化

原価低減の努力と顧客への値上げ交渉

7 商品開発 39 新製品を開発し、さらに販売先を増やす。商品の単価をアップ
する。

ニーズのある新商品の開発

8 広告・宣伝の強化 35 ＰＲの方法が難しい

商品自体の知名度を上げるため、宣伝や営業力をつけ、商品の
良さをアピールすべきと考える。

9 技術力の向上 90 社員のスキルアップと資材調達先の検討

生産力の向上、技術者の養成

10 設備投資 26 製造ラインの設置が完成していない状態で、試運転に入れない
状態である。工程の遅れを取り戻し、一国も早く本格生産に入
れる体制を作る。 

設備更新、若年労働者の確保

11 資金 72 運転資金の調達、商品価格の値上げ

開発するための資金調達

12 会社体制 15 株式会社化、体制の整備

13 計画の再考 24 計画した原理では処理スピードに問題がある。別方法での研
究、計画の見直しが必要。

事業計画の抜本的な見直し

14 その他 81

３．７ 今後の対策

計画達成・付加価値額向上に向けた今後の対策について、目標達成企業と未達成企業に

分けて整理する。
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図表Ⅱ－３－３３ 今後の対策（目標達達成企業）

課題 回答数 回答例

1 販売力の強化 80 新規顧客拡大が最大の課題。営業経験者を１人採用して開拓中。

販路の拡大と安定操業，コスト削減

2 人材確保・育成 56 人材の不足により開発の遅れについて人材募集をしている。

人材教育、取引先開拓

3 営業体制の改
善

29 営業体制の見直し

技術・接客トレーニング、広告宣伝活動、営業活動の強化

4 事業拡大 4 新事業の展開拡大

5 高付加価値化 10 財務状況改善

設備稼働率を更に向上させ付加価値を上げていく

6 コスト削減 23 コスト削減努力（業務効果率）

人権比率が想定より高くなっている。社員人件費とパート人件費
の比率を見直す。

7 商品開発 28 マーケティングと商品企画開発の重視

新商品開発、市場に対する研究に力をいれ企業価値向上を目指す

9 広告・宣伝の強
化

17 広告宣伝による認知度アップ

ＨＰ等自力でできるＰＲに取り組みたい

10 技術力の向上 73 技術開発による品質の工場

生産性向上、無駄の排除

11 設備投資 17 設備販売については、新技術開発を積極的に推進して一層の拡大
に努める。化粧品原料については、今後本格的な営業活動を進め、
6 ヶ月後を目処に将来の方向性を決定する。

設備投資・人材育成

12 資金 9 資金調達の充実、受注先の開拓

今後、必要となる資金をどうするか。人材をどうするか。

13 会社体制 3 組織強化、顧客管理

14 計画の再考 18 計画実現に必要な設備の選定を実施

当初の計画を確実に実施してゆく。
計画と差異が出たならばその時点ですばやく検討を行う。

15 その他 64

図表Ⅱ－３－３４ 今後の対策（目標達未達成企業）

課題 回答数 回答例

1 販売力の強化、販路拡大な
ど

236 新規顧客の獲得、新規事業の立ち上げ

販路拡大による更なる売上アップ

2 PR 128 効果的な広告宣伝を継続すること

展示会の活用で、商品のＰＲをする。

3 商品開発 59 新製品開発、ネット販売

新製品の販売を積極的に行う

4 人材育成・社内教育 77 人材確保と育成、人事制度の見直し

優秀な人材の確保・事業資金の確保

5 営業体制の改善 143 営業活動及び作業付加による評価向上

営業力の強化によりＰＲに努め、販路開拓を積極的
に展開する

6 技術力の向上 47 品質向上とコスト削減に向けた改善を行う

同業他社との差別化のため技術力強化・ＰＲ強化

7 設備投資 39 早期設備投資に努力する。また人材の採用・育成に
注力する。

量産処理体制の確立

8 高付加価値化 17 利益率改善、従業員教育、個人ユーザー対応

人件費、材料費の見直し

9 コスト削減 67 コストの削減と，売上の増加
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29.0%

14.8%

29.4%

24.9%

2.0%

30.5%

21.7%

24.7%

21.0%

2.1%

29.7%

18.0%

27.2%

23.1%

2.0%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0%

1.社内の意識付けが可能となった

2.役割分担や責任などが明確になった

3.中・長期計画の立案が可能となった

4.計画実効性が増した

5.その他 達成 未達成 合計

原価低減、ロス対策

10 社内体制の変更、他社など
との連帯

30 現在、コンビニとの業務提携ができるように努力し
ている。

専属に近い人員を研究に増員する。

11 資金調達 23 資金援助していただける企業を見いだしたい

今後の資金調達

12 事業拡大 36 事業拡大

有料老人ホームなど新規事業の計画を実施する。

13 計画の実行 50 計画達成に向けての、事業の見直しが必要となるの
ではないかと考えている。特にＭ＆Ａ等による場合
には事業項目の見直しが必要となると考えている。

計画を達成するためのマネジメント、人材育成、顧
客の開拓、既存の仕事にプラスとなる企業イメージ
と実績をつくる。

14 研究などの実施 19 市場の変化を察知するための情報収集強化

社内のみでなく、コンサル等外部の力も借りる

15 その他 115

３．８ 経営革新計画承認のメリット

（１）経営全般

合計では「社内の意識付けが可能になった」が最も多かった。目標達成企業では「中・

長期の計画立案が可能になった」が最も多く２９．４％、次いで「社内の意識付けが可能

になった」が２９．０％である。一方で、目標未達成企業では「社内の意識付けが可能に

なった」が最も多く３０．５％、次いで「中・長期の計画立案が可能になった」が２４．

７％である。

図表Ⅱ－３－３５ 経営革新計画承認のメリット（経営全般）

目標達成企業 n=1477、目標未達成企業 n=1273 
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12.7%

8.5%

2.7%

36.8%

26.2%

11.7%

16%

7.1%

1.9%

12.2%

7.9%

2.4%

18%

23.0%

35.6%

17%

24.4%

36.1%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0%

1.知名度・信用力が向上した

2.宣伝、営業が行いやすくなった

3.問い合わせが多くなった

4.新規取引先が増えた

5.大手企業との取引が可能となった

6.その他

達成 未達成 合計

30.1%

21.3%

23.2%

22.4%

3.0%

29.7%

20.6%

25.1%

22.3%

2.4%

29.9%

21.0%

24.0%

22.3%

2.7%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0%

1.計画を立てる方法が分かった

2.客観的評価が可能になった

3.自社の新製品を開発することができた

4.対外的信用が増し、新たな取引先が確保できた

5.その他

達成 未達成 合計

（２）技術力・開発力の向上

合計、目標達成企業、目標未達成企業ともに「計画を立てる方法が分かった」が最も多

く、それぞれ３０．１％、２９．７％、２９．９％である。次いで「自社の新製品を開発

することができた」が、それぞれ２３．２％、２５．１％、２４．０％である。

図表Ⅱ－３－３６ 経営革新計画承認のメリット（技術力・開発力向上）

目標達成企業 n=1281、目標未達成企業 n=1020 
 

（３）知名度・信用度・顧客満足度

目標達成企業では「知名度・信用力が向上した」が最も多く３５．６％、次いで「営業・

宣伝が行いやすくなった」が２３．０％である。一方で、目標未達成企業でも同様であり、

「知名度・信用力が向上した」が最も多く３６．８％、次いで「営業・宣伝が行いやすく

なった」が２６．２％である。

図表Ⅱ－３－３７ 経営革新計画承認のメリット

（知名度・信用度・顧客満足度の向上） 目標達成企業 n=1304、目標未達成企業 n=1028 
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31.7%

12.4%

17.2%

10.8%

24.6%

3.3%

30.1%

12.0%

17.6%

12.0%

25.6%

2.8%

31.0%

12.2%

17%

11.3%

25.0%

3.1%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0%

1.政府系金融機関による低利・長期融資が受けられた

2.政府系金融機関からの融資が受けやすくなった

3.民間金融機関からの融資が受けやすくなった

4.借入枠や保証枠が広がった

5.金融機関への信用力が向上した

6.その他

達成 未達成 合計

18.2%

10.8%

12.4%

6.2%

3.1%

7.2%

2.7%

13.0%

6.8%

4.3%

4.7%

4.3%

6.2%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0%

１．金融相談の際に政府系金融機関

２．金融相談の際に民間金融機関

３．商工会・商工会議所

４．都道府県など中小企業支援センター

５．中小企業・ベンチャー総合支援センター

６．都道府県など中小企業支援センター

７．地域中小企業支援センター

８．税理士・中小企業診断士などの専門家

９．民間コンサルタント

１０．セミナー、研修会

１１．パンフレット

１２．ＨＰ

１３．その他

（４）資金調達

目標達成企業では「政府系金融機関による低利・長期融資が受けられた」が最も多く３

１．７％、次いで「金融機関への信用力が向上した」が２４．６％である。一方で、目標

未達成企業でも同様であり、「政府系金融機関による低利・長期融資が受けられた」が最も

多く３０．１％、次いで「金融機関への信用力が向上した」が２５．６％である。

図表Ⅱ－３－３８ 経営革新計画承認のメリット（資金調達）

目標達成企業 n=1700、目標未達成企業 n=1301 
 

３．９ 経営革新計画を知った経緯

経営革新計画を知った経緯として、「金融相談の際に政府系金融機関から紹介された」が

最も多く１８．２％である。次いで「税理士・中小企業診断士等の専門家から紹介された」

が１３．０％、「商工会・商工会議所から紹介された」が１２．４％である。

図表Ⅱ－３－３９ 経営革新を知った経緯（n=2555）
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展示会・見本市への参加支援 36
広告・宣伝に対する支援 23
ビジネスマッチングの場の提供 17
補助金・助成金制度の充実 17
顧客・販売先の紹介 17
金融機関による融資支援の拡大 12
専門家によるアドバイス 11
人材確保・人材育成の支援 10
取引先・事業パートナーの紹介 9
市場情報の提供 8
異業種交流の場の提供 8
経営革新計画の普及、認知活動 7
海外進出に対する支援 6
運転資金の支援 5
資金 3

広告・宣伝に対する支援 111
展示会・見本市への参加支援 53
ビジネスマッチングの場の提供 48
顧客・販売先の紹介 48
資金 26
補助金・助成金制度の充実 23
金融機関による融資支援の拡大 19
人材確保・人材育成の支援 18
取引先・事業パートナーの紹介 17
市場情報の提供 16
専門家によるアドバイス 13
海外進出に対する支援 13
運転資金の支援 11
異業種交流の場の提供 6
経営革新計画の普及、認知活動 3

３．１０ 新規の販路開拓、販路拡大に必要と思われる支援策

新規の販路開拓や販路拡大に必要と思われる支援策について、企業からの主な回答を目

標達成企業と目標未達成企業に分けて整理すると以下のようになる。どちらも、「展示会・

見本市への参加支援」と「広告・宣伝に対する支援」への要望が比較的多い。 

図表Ⅱ－３－４０ 新規販路開拓、販路拡大のための支援策（目標達成企業）

図表Ⅱ－３－４１ 新規販路開拓、販路拡大のための支援策（目標達成企業）
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３．１１ 経営革新施策の改善点

経営革新施策の改善すべき点について、企業からの回答を目標達成企業と目標未達成企

業に分けて整理した。

図表Ⅱ－３－４２ 経営革新施策の改善点（目標達成企業）

課題 回答数 回答例

金融機関の姿勢の改善 35 金融機関の当制度への理解がない

資金調達の時期と融資のタイミングがかみ合わない時があ
った

補助金、助成金制度の
改善

36 サービス業向けの補助金の導入。

補助金制度の拡充

販路開拓等アドバイス
の必要性

4 販路の拡大による手助けが頂ければ例（紹介等）ますます
の増強も可能

製品開発も重要と思うが売れなくては意味がない。他の会
社の方もマーケティングの重要性を良く言われている。こ
のアドバイス面の強化と宮崎で経営革新を取った企業・商
品を行政面でも積極的に活用・PR してもらえると良いと思
う。感覚的に、計画までは色々と支援していただけるが、
営業推進面ではほとんど無関係といった感じを受ける。

手続きなどの簡略化 25 書類作成量が多すぎる。少し削減していただきたい。

当社のような少人数の会社では、手続きに費やす時間が多
すぎて、その間仕事がストップしてしまう。もう少し簡略
化できればと思っています。それと似たような支援策があ
り違いがわかりにくい。

認知度の向上 17 承認を受けたことがもっと売りになってもらわないと。金
融機関との連動性を高めて欲しい。

経営革新自体の周知、徹底が不足

相談窓口、フォローの
必要性

11 技術開発における専門家などの相談や指導などを支援して
欲しい。

経営革新に関する定期的な相談窓口があればいいと思いま
す。 

条件・審査の緩和 7 県内での話し合いではなかなか理解してもらえず、資金な
ど援助してもらいにくいと感じました。

客観的立場からのコンサルを充実して、独りよがりになら
ないように厳しく指導してもらいたい。

実施期間の延長 4 複数年度に渡って利用可能な補助制度を希望。

経営革新にあたり思った以上に時間がかかると思った。今
後３年計画にとらわれず、時間をかけて必ず成功したい。
計画年数を３年としたが、5 年に延長できればと思う。 

情報提供（実施企業の
例など）

10 事業モデルの策定、新ビジネスモデル構築プロセスにおけ
る助言、指導等のため、経営コンサルタントの費用支援策

経営革新できた企業の具体例があるとわかりやすい。

図表Ⅱ－３－４３ 経営革新施策の改善点（目標未成企業）

課題 回答数 回答例

金融機関の姿勢の改善 78 金融機関からの支援がもっと欲しい。

金融機関が経営革新法についての知識がないこと。

補助金、助成金制度の改善 49 助成金募集期間が短かかった。承認後のフォローがな
いと尻すぼみになってしまうので、このような進行状
況のフォローを継続してやってほしい。
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人員を増強したときに多少でも助成金があると良い 
販路開拓等アドバイスの必要
性

16 販路の一貫した支援があればよい

承認企業に対する営業支援をもっと手厚くして欲し
い。（行政機関での採用等）

手続きなどの簡略化 54 申請から書類作成、承認後にわからないことが多かっ
た。説明がなく、わからなかった。

申請から承認までの期間短縮提出書類の簡素化を図っ
て欲しい。

認知度の向上 40 承認取得をアピールできるよう、証明書・シール等が
あれば良い。 
経営革新計画の承認を得られれば、取引先や一般顧客
から評価が得られるように、もっと経営革新施策を宣
伝、ＰＲしてもらいたい。

相談窓口、フォローの必要性 20 小規模企業では、特に人的資源が乏しく、開発から販
売までのすべてのステップ毎に大きな支援を要しま
す。ステップ毎の相談体制を整備してほしいです。

計画承認後のフォロ－を強化してほしい。例えば、助
成金や公共工事への参入がし易くなるように「経審」
の点数加算など。

条件・審査の緩和 16 支援策に幅がないと思われるので、もう少し広げて欲
しい。

審査会が厳しく感じた。緊張した。

実施期間の延長 12 支援を続行できる体制を整えて欲しい。

期間が短くて達成することが困難と感じました。特に
我が社の取り組んでいる点字の分野は、社会の状況が
まだまだ未整備で事業として確立するまで時間が必要
です。

情報提供（実施企業の例など） 15 承認企業に対する支援策の情報・指導活動をしっかり
してほしい。経営革新のための実質的なサポート体制
がわからない。

承認企業の情報交換の場 
資金調達について 22 確実な資金援助

計画のスタート、実行、承認、助成にタイムラグがあ
るため、とりあえずは自力で実行する資金力、人材力
を確保する必要がある。計画実行の早い段階から助成
措置が実行されると助かる（チャレンジしやすい）。




